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③③ 高高等等教教育育のの修修学学支支援援新新制制度度

令和元年５月 日に制定された「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、令

和２年４月１日から高等教育の修学支援新制度（いわゆる高等教育の無償化）が開始された。

高等教育の修学支援新制度の趣旨は、高等教育の充実を進める必要があること、低所得世

帯の者であっても社会で自立し、活躍することができる人材を育成する大学等に修学できる

よう、その経済的負担を軽減し、少子化の進展への対処に寄与することであるとされている。

具体的な支援として、一定の要件を満たした大学等（大学、短期大学、高等専門学校、専

門学校）に在学する、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して、①授業料及び入学金の

減免、②給付型奨学金の支給（独立行政法人日本学生支援機構が行う）を併せて行うもので

ある。そのうち、都内私立専門学校等については、都が授業料及び入学金の減免に要する費

用の一部を財政負担するとともに、学校が制度利用の申請をした場合の審査や負担金の交付

等を実施している。

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響

令和２年初頭から始まった新型コロナウイルス感染症の拡大は、引き続き私立学校の運営

に大きな影響を与えている。

このような状況の中、各私立学校は様々な工夫をしながら学校運営を行っており、都は、

そうした私立学校の取組に対して都独自の補助や国費補助により、支援を行ってきた。

また、都内の学校で新型コロナの感染者が出た場合、濃厚接触が疑われる児童・生徒等に、

校内で速やかに 検査が受けられるよう、 検査キットを配布する等、都内私立学校に

おける学びの継続に対する支援も行っている。

東東京京 パパララリリンンピピッックク競競技技大大会会ににおおけけるる学学校校連連携携観観戦戦等等のの実実施施

都では、「オリンピック・パラリンピック」教育のため、オリンピアン・パラリンピアン

等の学校への派遣や子供たちに競技観戦の機会の提供等を行った。

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言を受け、オリンピック・パラリンピックと

もに無観客開催となったが、東京 パラリンピック競技大会の競技を子供たちが直接観戦

する学校連携観戦は、共生社会の実現に向けた教育的要素が大きいことから、安全対策を講

じた上で実施することとなった。安全・安心な観戦のため、観戦前後の健康観察の徹底、貸

切バスの利用、 検査機会の提供や暑さ対策グッズ等の配布など、感染症対策及び暑さ対

策を徹底した上で、参加を希望した私立学校 校、園児・生徒 人が、車いすラグビーや

パラバドミントンなどを観戦した。
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第第２２章章    東東京京都都のの私私学学助助成成 

  

１１  都都ににおおけけるる私私学学助助成成のの変変遷遷  

都の私学助成は、古くは戦前の教職員給与費補助、あるいは終戦直後のいわゆる教育委託制

度や戦災復旧資金貸付（ただし、昭和 21・24 年度は国が実施）などがあったが、現在の補助

制度は、昭和 26年の東京都私立学校教育助成条例（旧助成条例）の制定が起源といえる。 

都においては、表２－１のとおり、昭和 30 年代以降各種の施策を実施してきたが、昭和 50

年の「私立学校振興助成法」の制定によって、都道府県が行う私立学校の経常的経費に対する

補助について、国がその一部を補助できることになった。法の制定を受けて都は、昭和 53 年

に旧助成条例の全文改正による「東京都私立学校教育助成条例」を制定し、以後私立高等学校

等に対する経常的経費の２分の１補助の達成をはじめとする私学助成の大幅な充実が図られ

た。 

 

 

【私私  立立  学学  校校  振振  興興  助助  成成  法法】 

昭和 45 年から、私立大学等に対する国の経常費補助、あるいは地方交付税制度による国の都道

府県に対する財源措置が講じられていたが、昭和 40 年代後半の物価の急騰、人件費の増大等が私

立学校の経営に深刻な影響を及ぼすようになったことを背景として、昭和 50 年、私立学校振興助

成法（以下「振興助成法」という。）が制定された。 

振興助成法は、私立学校の教育条件の向上及び在学する児童生徒の保護者の経済的負担の軽減

を図り、私学の経営の健全化を図るものである。同法の制定により、私立大学等に対する経常費

補助が、従前のいわゆる予算補助から法律補助になるとともに、都道府県に対する国庫補助の法

的根拠が明確化された。また、私立学校法第 59条が改正され、公的助成に関する学校法人に対す

る業務、会計状況に関する報告、予算の変更及び役員の解職勧告権限についても振興助成法で定

められることとなった。 

このように、振興助成法の制定は、公費助成の法的保障によって、私立学校の健全な発達を図

ろうとするものであり、私立学校法の制定以降、今日に至るまでの私立学校の歴史の中で、最も

重要な意義をもつものであるといえる。 
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＜＜表表 22－－１１＞＞私私学学助助成成のの変変遷遷

年　　度 法  制  度  等 補  助  事  業

 ＊私立学校建物戦災復旧資金貸付の実施

   (21年度～26年度、21・24年度は国）

24  〔私立学校法制定（24.12.15）〕

 〔私立学校法施行細則制定〕  ◎教職員待遇改善費補助の実施

 第一回都私立学校審議会    （26年度から特別支援学校を含む。)

 ＊私立学校教育研究費補助の実施

26  東京都私立学校教育助成条例施行（旧条例）

27  ＊産業教育施設設備整備費補助の実施

29  東京都育英資金貸付条例施行（29. 4. 1）  ＊私立学校教職員共済組合費補助の実施

31  ＊理科教育等設備整備費補助の実施

32  私立学校特別調査会答申

33  東京都私立学校助成審議会設置（33．4．1）

36  ＊私立高等学校生徒急増対策補助事業の実施（～39年度）

 ◎需用費補助の実施

 ＊通信制高等学校経常費補助の実施

39  ＊定時制等教育振興費補助の実施（～平成22年度）

41  ＊私立学校退職手当補助の実施

43  ＊入学支度金貸付制度創設

 〔私立大学等経常費補助制度創設〕

 助成方策協議会意見書提出（45.12.18）

46  ◎運営費補助の実施

47  第二次助成方策協議会意見書（47.12.26）  ＊私立幼稚園園児保護者負担軽減事業費補助の実施

48  ＊特別奨学金制度創設

49  ◎私立学校経常費補助制度創設（待遇改善費を統合）

 〔私立高等学校等経常費助成費補助金制度創設
（国庫補助）〕

 〔私立学校振興助成法制定〕（50.7.11 ）

53  東京都私立学校助成条例全部改正（53. 3.31）

 ◎私立学校経常費補助人頭割を特別運営費補助とする。

 ＊私立高等学校生徒急増対策事業費補助の実施（～58年度）

56  (財)東京都私立学校教育振興会の設立 (56. 6. 1)  ＊私立学校教育振興資金融資利子補給事業の実施

 ＊幼稚園園児急減対策融資利子補給事業の実施 （～61年度）

 ＊幼稚園園児急減対策事業費補助の実施

 ＊産業教育施設設備整備費補助と理科教育等設備整備費補助を統
合し、産業・理科教育施設設備整備費補助として再構築

58  ＊幼稚園心身障害児教育事業費補助の実施

 ＊進学奨励貸付事業の実施

 ＊私立専修学校教育振興費補助の実施

 ＊専修学校施設整備費補助の実施

 ＊私立幼稚園教育振興事業費補助の実施

 ＊私立幼稚園振興対策利子補給（～ 8年度）

63  ＊私立学校アスベスト対策資金緊急貸付の実施（63・元年度）

昭和21年度

25

38

45

59

 ＊進学奨励事業の実施

50

55  

57
 助成条例制定直接請求に係る都議会臨時会（57.
2. 8～10）

62
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年　　度 法  制  度  等 補  助  事  業

平成元年度
 私立学校助成審議会より新たな補助制度につい
ての答申

 ＊私立専修学校専門課程研究用図書等整備費補助の実施

2  ◎高・中・小について標準的運営費方式を導入

7  ＊私立外国人学校教育運営費補助の実施

 ＊私立高等学校老朽校舎改築促進事業の実施（～12年度）

 ＊私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助に所得制限を導入

 ◎幼稚園について標準的運営費方式を導入

 ＊私立学校情報教育推進補助の実施(～14年度）

 ＊私立学校非常通報装置(学校110番)整備事業補助の実施（13年度
のみ）

 ＊私立幼稚園預かり保育推進補助の実施

 ＊私立高等学校都内生就学促進補助の実施

 ＊私立学校安全対策促進事業費補助の実施

 ＊私立専修学校障害児（者）教育事業費補助(現:私立専修学校特別
支援教育事業費補助）の実施

16  ＊私立専修学校第三者評価等促進事業補助の実施

 ＊私立専修学校教育設備整備費補助と私立専修学校専門課程研究
用図書等整備費補助を統合し、私立専修学校教育設備等整備費補
助として再構築

 ＊育英資金貸付事業を17年度新規貸付分から（財）東京都私学財団
へ移管（育英資金事業費補助の創設）

 ＊私立学校施設環境整備事業費補助の実施（補正予算、～22年度）

18 〔教育基本法全部改正〕

 ＊認定こども園運営費等補助の実施

 ＊私立専修学校教育設備等整備費補助に事業を追加し、私立専修
学校教育環境整備費補助として再構築

 ＊私立学校麻しん緊急対策事業費補助の実施（19年度のみ）

 ＊私立学校地上デジタルテレビ整備費補助の実施（～23年度）

 ＊私立学校省エネ設備等導入モデル事業費補助の実施

 ＊認定こども園等運営費等補助に事業を追加し、認定こども園の事
業費補助、整備事業費補助及び研修支援補助を実施（安心こども基
金事業、補正予算、研修支援補助は22年度まで）

 ＊私立幼稚園等環境整備費補助の実施（安心こども基金事業、補正
予算、～22年度）

 ＊私立高等学校等就学支援金の実施

 ＊私立学校安全対策促進事業費補助に事業を追加し、緊急地震速
報整備費補助を実施（22年度のみ）

 ＊私立幼稚園等就園奨励特別補助の実施

 ＊私立高等学校等就学支援金の実施に伴い、定時制等教育振興費
補助を特別奨学金制度に統合

 ＊私立学校施設環境整備事業費補助を私立学校安全対策促進事
業費補助に統合

 ＊私立学校ＩＣＴ整備費補助の実施（～25年度）

 ＊私立高等学校等就学支援金学校事務費補助の実施

 ＊私立学校防災用品緊急整備事業費補助の実施（補正予算、～24
年度）

 ＊私立学校被災生徒等臨時支援金の実施（補正予算）

 ＊私立学校被災生徒等授業料等減免補助の実施（補正予算）

 ＊私立専修学校・各種学校被災生徒等授業料等減免補助の実施
（補正予算）

 ＊私立学校省エネ設備等導入モデル事業費補助を時限で拡充（補
正予算）

8

13

14

15
(財)東京都私立学校教育振興会は、(社)東京都私
学退職金社団と統合し、(財)東京都私学財団に名
称変更(15.4.1)

17
東京都育英資金貸付条例全部改正(17.3.31)
私立学校法一部改正（17.4.1）

19 〔教育三法の一部改正〕

21
東京都高等学校等生徒修学支援基金条例制定
(21.12.24)

22
〔公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学
校等就学支援金の支給に関する法律制定〕

23

東京都高等学校等生徒修学支援基金条例一部改
正

（財）東京都私学財団が（公財）東京都私学財団に
移行（23.4.1）
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＜＜表表 22－－１１＞＞私私学学助助成成のの変変遷遷
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（国庫補助）〕

 〔私立学校振興助成法制定〕（50.7.11 ）

53  東京都私立学校助成条例全部改正（53. 3.31）

 ◎私立学校経常費補助人頭割を特別運営費補助とする。

 ＊私立高等学校生徒急増対策事業費補助の実施（～58年度）

56  (財)東京都私立学校教育振興会の設立 (56. 6. 1)  ＊私立学校教育振興資金融資利子補給事業の実施
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8

13

14

15
(財)東京都私立学校教育振興会は、(社)東京都私
学退職金社団と統合し、(財)東京都私学財団に名
称変更(15.4.1)

17
東京都育英資金貸付条例全部改正(17.3.31)
私立学校法一部改正（17.4.1）

19 〔教育三法の一部改正〕

21
東京都高等学校等生徒修学支援基金条例制定
(21.12.24)

22
〔公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学
校等就学支援金の支給に関する法律制定〕

23

東京都高等学校等生徒修学支援基金条例一部改
正

（財）東京都私学財団が（公財）東京都私学財団に
移行（23.4.1）
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年　　度 法  制  度  等 補  助  事  業

 ＊私立高等学校海外留学推進補助の実施

 ＊私立学校安全対策促進事業費補助に事業を追加し、非構造部材耐震対
策工事補助を実施

 ＊私立幼稚園防災備蓄倉庫整備費補助の実施（25年度のみ）

 ＊私立幼稚園等環境整備費補助の実施（安心こども基金事業、補正予算）

 ＊私立高等学校等就学支援金に所得制限を導入

 ＊私立幼稚園預かり保育推進補助に事業を追加し、幼稚園における長時
間預かり保育支援事業（国事業）を実施

 ＊私立高等学校等奨学給付金事業費補助の実施

 ＊私立学校ＩＣＴ教育環境整備費補助の実施（～29年度）

 ＊私立学校外国語指導助手活用事業費補助の実施

 ＊認定こども園運営費等補助事業を見直し、認定こども園整備費等補助と
して実施

 ＊私立幼稚園等施設型給付費負担金の創設

 ＊私立幼稚園等一時預かり事業費補助の実施

 ＊私立幼稚園等特色教育等推進補助の実施

 ＊認定こども園新制度移行支援特別補助の実施（～28年度）

 ＊私立専修学校修学支援実証研究事業費補助の実施

 ＊私立学校安全対策促進事業費補助に事業を追加し、防災力向上事業
（～30年度）及び学校安全推進事業（～28年度）を実施

 ＊私立学校省エネ設備等導入事業費補助の本格実施（～32年度）

 ＊私立学校外国語科教員海外派遣研修事業費補助の実施

 ＊私立幼稚園特別支援教育事業費補助の拡充

 ＊私立専修学校特別支援教育事業費補助の拡充

 ＊私立高等学校等特別奨学金補助の拡充

 ＊私立幼稚園等一時預かり事業費補助の拡充

 ＊私立高等学校外部検定試験料補助の実施

 ＊私立高等学校等入学支度金貸付利子補給の拡充

 ＊私立小中学校等就学支援実証事業の実施

 ＊私立高等学校等特別奨学金補助の通信制高校への拡充

 ＊私立学校ICT教育環境整備費補助の延長及び補助限度額拡充

 ＊私立幼稚園等一時預かり事業費補助の拡充

 ＊私立学校教員海外派遣研修事業費補助の対象学科拡充

 ＊私立専修学校職業実践専門課程推進補助の実施

 ＊私立幼稚園等自然体験支援事業費補助の実施（30年度のみ）

 ＊私立学校安全対策促進事業費補助に事業を追加し、ブロック塀等の安
全対策を実施（補正予算）

 ＊幼児教育の無償化の実施（元年度10月～）

 ＊私立幼稚園等施設等利用費負担金の創設（元年度10月～）

 ＊私立学校ICT教育環境整備費補助の延長

 ＊私立幼稚園等一時預かり事業費補助の拡充

 ＊私立幼稚園等環境整備費補助に事業を追加し、新型コロナウイルス感染
症対策支援事業を実施（既定予算で対応）

 ＊私立専修学校授業料等減免費用負担金の創設

 ＊私立高等学校等就学支援金の拡充

 ＊私立学校安全対策促進事業費補助に事業を追加し、新型コロナウイルス
感染症対策支援事業を実施（補正予算）

 ＊私立幼稚園等環境整備費補助を拡充し、新型コロナウイルス感染症対策
支援事業を実施（補正予算）

2

27 〔子ども・子育て支援新制度施行（27.4.1）〕

29

令和元年度

〔大学等における修学の支援に関する法律制定〕
〔子ども・子育て支援法の一部を改正する法律施
行（Ｒ元.10.1)〕

30

平成25年度

26

〔〔公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等
学校等就学支援金の支給に関する法律〕が〔高等
学校等就学支援金の支給に関する法律〕に一部
改正〕

28
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年　　度 法  制  度  等 補  助  事  業

 ＊私立特別支援学校等経常費補助の拡充

 ＊私立学校安全対策促進事業費補助に事業を追加し、空調設備整備費補
助を実施

 ＊私立学校省エネ設備等導入事業費補助の拡充

 ＊私立学校ICT教育環境整備費補助を拡充し、私立学校デジタル教育環
境整備費補助に名称変更

 ＊私立幼稚園等環境整備費補助に事業を追加し、教育水準向上に取り組
む幼稚園への支援を実施

 ＊私立高等学校等特別奨学金補助に事業を追加し、新たに都認可外通信
制授業料軽減助成を実施

＊私立学校安全対策促進事業費補助に事業を追加し、私立学校PCR検査
等委託事業を実施（既定予算・補正予算で対応）

 ＊私立学校デジタル教育環境整備費補助を拡充し、高校段階における一
人１台端末整備促進のための支援を実施

 ＊私立幼稚園等施設型給付費負担金の拡充、私立幼稚園等教育体制支
援事業費補助を創設し、幼稚園教諭等の処遇改善のための支援を実施

3

4

 
注）◎は経常費補助に関する事項。〔〕は国に関する事項。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第２章 東京都の私学助成 

 

14 

年　　度 法  制  度  等 補  助  事  業

 ＊私立高等学校海外留学推進補助の実施

 ＊私立学校安全対策促進事業費補助に事業を追加し、非構造部材耐震対
策工事補助を実施

 ＊私立幼稚園防災備蓄倉庫整備費補助の実施（25年度のみ）

 ＊私立幼稚園等環境整備費補助の実施（安心こども基金事業、補正予算）

 ＊私立高等学校等就学支援金に所得制限を導入

 ＊私立幼稚園預かり保育推進補助に事業を追加し、幼稚園における長時
間預かり保育支援事業（国事業）を実施

 ＊私立高等学校等奨学給付金事業費補助の実施

 ＊私立学校ＩＣＴ教育環境整備費補助の実施（～29年度）

 ＊私立学校外国語指導助手活用事業費補助の実施

 ＊認定こども園運営費等補助事業を見直し、認定こども園整備費等補助と
して実施

 ＊私立幼稚園等施設型給付費負担金の創設

 ＊私立幼稚園等一時預かり事業費補助の実施

 ＊私立幼稚園等特色教育等推進補助の実施

 ＊認定こども園新制度移行支援特別補助の実施（～28年度）

 ＊私立専修学校修学支援実証研究事業費補助の実施

 ＊私立学校安全対策促進事業費補助に事業を追加し、防災力向上事業
（～30年度）及び学校安全推進事業（～28年度）を実施

 ＊私立学校省エネ設備等導入事業費補助の本格実施（～32年度）

 ＊私立学校外国語科教員海外派遣研修事業費補助の実施

 ＊私立幼稚園特別支援教育事業費補助の拡充

 ＊私立専修学校特別支援教育事業費補助の拡充

 ＊私立高等学校等特別奨学金補助の拡充

 ＊私立幼稚園等一時預かり事業費補助の拡充

 ＊私立高等学校外部検定試験料補助の実施

 ＊私立高等学校等入学支度金貸付利子補給の拡充

 ＊私立小中学校等就学支援実証事業の実施

 ＊私立高等学校等特別奨学金補助の通信制高校への拡充

 ＊私立学校ICT教育環境整備費補助の延長及び補助限度額拡充

 ＊私立幼稚園等一時預かり事業費補助の拡充

 ＊私立学校教員海外派遣研修事業費補助の対象学科拡充

 ＊私立専修学校職業実践専門課程推進補助の実施

 ＊私立幼稚園等自然体験支援事業費補助の実施（30年度のみ）

 ＊私立学校安全対策促進事業費補助に事業を追加し、ブロック塀等の安
全対策を実施（補正予算）

 ＊幼児教育の無償化の実施（元年度10月～）

 ＊私立幼稚園等施設等利用費負担金の創設（元年度10月～）

 ＊私立学校ICT教育環境整備費補助の延長

 ＊私立幼稚園等一時預かり事業費補助の拡充

 ＊私立幼稚園等環境整備費補助に事業を追加し、新型コロナウイルス感染
症対策支援事業を実施（既定予算で対応）

 ＊私立専修学校授業料等減免費用負担金の創設

 ＊私立高等学校等就学支援金の拡充

 ＊私立学校安全対策促進事業費補助に事業を追加し、新型コロナウイルス
感染症対策支援事業を実施（補正予算）

 ＊私立幼稚園等環境整備費補助を拡充し、新型コロナウイルス感染症対策
支援事業を実施（補正予算）

2
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２２  都都のの私私学学助助成成事事業業  

都の私学助成事業は、根拠法令等に基づき行われている。その体系は図２－１のとおりである。 

また、助成事業は、補助金の目的や助成方法などにより様々な捉え方があるが、事業の性質に

着目して整理した場合、大きく三つに分類される（表２－２参照）。 

一つ目は、「学校運営に関する助成」である。これには、私立学校経常費補助がある。この補

助は、教育条件の維持・向上、修学上の経済的負担の軽減、学校経営の健全化を目的とするいわ

ば包括的補助制度である。補助対象経費は、学校の運営に要する経常的経費で、都では平成２年

度から、都内公立学校の教育費の実績値を用いた標準的運営費方式を採用（高等学校・中学校・

小学校）し、補助を行っている。対象学校種は、私立の高等学校、中学校、小学校、幼稚園（学

校法人立及び学校法人化志向園）及び特別支援学校であり、令和４年度予算の合計は約 1,221 億

円と、学校運営に関する助成予算の約 83％を占めており、都の私学助成の基幹的制度といえる。 

なお、個人立幼稚園（学校法人化志向園を除く。）のように経常費補助の対象にならない学校

等に対しては、地方自治法第 232条の２に基づき都単独の運営費補助を行っている。 

その他、施設設備整備等に関する補助がある。この補助は、私立学校における教育効果を高め

るための新たな教育設備・機器等の導入や、児童・生徒が安全に教育を受けられる環境の整備を

目的としている。これには、国及び都が行う補助のほかに私学財団が行う補助がある。また、私

学財団では全学校種に対して、教育環境の整備のための長期で低利な資金の貸付事業を行ってい

る。 

二つ目は、「保護者負担軽減に関する助成」である。私立高等学校等就学支援金、私立高等学

校等授業料軽減助成、私立高等学校等奨学給付金、入学支度金貸付、私立幼稚園等園児保護者負

担軽減事業費補助などがある。保護者の経済的負担の軽減、奨学等を目的として、保護者に補助

又は貸付を行う事業であり、私学財団や区市町村などが行う場合は、都はこれらの団体に対して

補助している。 

三つ目は、私学財団等の団体を通して行われている「教職員の福利厚生等に関する助成」であ

る。私立学校の教職員の退職資金事業は私学財団が、また、共済事業等は日本私立学校振興・共

済事業団が行っており、都は各団体に対して掛金等の一部を補助している。 

その他関連事業として、国公私立高等学校等への奨学制度である育英資金貸付制度がある。 
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＜＜図図 22――11＞＞都都ににおおけけるる私私学学助助成成のの法法体体系系  

日日本本国国憲憲法法
第26条（教育を受ける権利）

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

教教育育基基本本法法
第４条（教育の機会均等）
①すべて国民は、ひとし

く、その能力に応じた教育
を受ける機会を与えられな
ければならず、人種、信条、
性別、社会的身分、経済的
地位又は門地によって、教
育上差別されない。
②国及び地方公共団体は、

障害のある者が、その障害
の状態に応じ、十分な教育
が受けられるよう、教育上
必要な支援を講じなければ
ばらない。
③国及び地方公共団体は、

能力があるにもかかわらず、
経済的理由によって修学が
困難な者に対して、奨学の

方法を講じなければならない。

第６条（学校教育）
法律に定める学校は、公

の性質を有するものであっ
て、国、地方公共団体及び
法律に定める法人のみが、こ
れを設置することができる。

第８条（私立学校）
私立学校の有する公の性

質及び学校教育において果
たす重要な役割にかんがみ、
国及び地方公共団体は、そ
の自主性を尊重しつつ、助
成その他の適当な方法に
よって私立学校教育の振興
に努めなければならない。

私私立立学学校校法法
第59条（助成）
国又は地方公共団体は、

教育の振興上必要がある

と認める場合には、別に
法律で定めるところによ
り、学校法人に対し、私

立学校教育に関し必要な
助成をすることができる。

地地方方自自治治法法
第232条の２（寄附又は補助）

普通地方公共団体は、そ
の公益上必要がある場合に

おいては、寄附又は補助を
することができる。

私私立立学学校校振振興興助助成成法法
第１条（助成の目的）
①私立学校の教育条件

の維持・向上
②修学上の経済的負担
の軽減

③経営の健全性
を高める

第９条（都道府県への補助）

都道府県が、学校法人
に対し、当該学校におけ

る教育に係る経常的経費
について補助する場合、
国は都道府県に対し、そ

の一部を補助することが
できる。

第10条（その他の助成）
国又は地方公共団体は、

学校法人に対し、前条に
規定するもののほか、補
助金を支出し、又は通常
の条件よりも有利な条件
で、貸付金をし、その他
の財産を譲渡し、若しく
は貸し付けることができる。

東東京京都都
育育英英資資金金条条例例

東東京京都都私私立立学学校校
教教育育助助成成条条例例

注)この表は、都が助成を行う際の根拠法令に基づき分類している。

私私立立学学校校教教職職員員共共済済法法
第35条第４項（都道府県の
補助）
都道府県は、当該都道府

県の予算の範囲内において、
事業団の共済業務に要する
経費について補助すること

ができる。

高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金のの支支給給にに関関すするる法法律律
第６条（就学支援金の支給）
都道府県知事（支給対象高等学校等が地方公共団

体の設置するものである場合（支給対象高等学校等

が特定教育施設である場合を除く。）にあっては、
都道府県教育委員会。以下同じ。）は、受給権者に
対し、就学支援金を支給する。

保護者等
負担軽減補助

私立高等学校等就学支援金

私立高等学校等経常費補助

産業･理科教育施設設備整備費補助

私立高等学校都内生就学促進補助

学校助成

10条（減免費用の支弁）

次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免

⑤専門学校（前各号に掲げるものを除く。）

保護者等
負担軽減補助

私立専修学校授業料等減免費用負担金

私立幼稚園等施設型給付費負担金

私立幼稚園等一時預かり事業費補助

保護者等
負担軽減補助

私立幼稚園等施設等利用費負
担金

学校助成

私立幼稚園教育振興事業費補助

私立幼稚園特別支援教育事業費補助

私立専修学校教育振興費補助

私立専修学校特別支援教育事業費補助

私立専修学校職業実践専門課程推進補助

私立外国人学校教育運営費補助

私立学校安全対策促進事業費補助

私立幼稚園等環境整備費補助

認定こども園整備費等補助

私立専修学校教育環境整備費補助

私立幼稚園等特色教育等推進補助

私立幼稚園預かり保育推進補助

私立幼稚園等教育体制支援事業費補助

私立高等学校等就学支援金学校事務費補助

私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助

私立専修学校修学支援実証研究事業費補助

私立学校被災生徒等受入支援事業費補助

（公財）東京都私学財団事業費補助

団体補助 育英資金事業費補助

私立学校教職員共済費補助

学校助成

保護者等
負担軽減

補助
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２２  都都のの私私学学助助成成事事業業  

都の私学助成事業は、根拠法令等に基づき行われている。その体系は図２－１のとおりである。 

また、助成事業は、補助金の目的や助成方法などにより様々な捉え方があるが、事業の性質に

着目して整理した場合、大きく三つに分類される（表２－２参照）。 

一つ目は、「学校運営に関する助成」である。これには、私立学校経常費補助がある。この補

助は、教育条件の維持・向上、修学上の経済的負担の軽減、学校経営の健全化を目的とするいわ

ば包括的補助制度である。補助対象経費は、学校の運営に要する経常的経費で、都では平成２年

度から、都内公立学校の教育費の実績値を用いた標準的運営費方式を採用（高等学校・中学校・

小学校）し、補助を行っている。対象学校種は、私立の高等学校、中学校、小学校、幼稚園（学

校法人立及び学校法人化志向園）及び特別支援学校であり、令和４年度予算の合計は約 1,221 億

円と、学校運営に関する助成予算の約 83％を占めており、都の私学助成の基幹的制度といえる。 

なお、個人立幼稚園（学校法人化志向園を除く。）のように経常費補助の対象にならない学校

等に対しては、地方自治法第 232条の２に基づき都単独の運営費補助を行っている。 

その他、施設設備整備等に関する補助がある。この補助は、私立学校における教育効果を高め

るための新たな教育設備・機器等の導入や、児童・生徒が安全に教育を受けられる環境の整備を

目的としている。これには、国及び都が行う補助のほかに私学財団が行う補助がある。また、私

学財団では全学校種に対して、教育環境の整備のための長期で低利な資金の貸付事業を行ってい

る。 

二つ目は、「保護者負担軽減に関する助成」である。私立高等学校等就学支援金、私立高等学

校等授業料軽減助成、私立高等学校等奨学給付金、入学支度金貸付、私立幼稚園等園児保護者負

担軽減事業費補助などがある。保護者の経済的負担の軽減、奨学等を目的として、保護者に補助

又は貸付を行う事業であり、私学財団や区市町村などが行う場合は、都はこれらの団体に対して

補助している。 

三つ目は、私学財団等の団体を通して行われている「教職員の福利厚生等に関する助成」であ

る。私立学校の教職員の退職資金事業は私学財団が、また、共済事業等は日本私立学校振興・共

済事業団が行っており、都は各団体に対して掛金等の一部を補助している。 

その他関連事業として、国公私立高等学校等への奨学制度である育英資金貸付制度がある。 
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＜＜図図 22――11＞＞都都ににおおけけるる私私学学助助成成のの法法体体系系  

日日本本国国憲憲法法
第26条（教育を受ける権利）

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

教教育育基基本本法法
第４条（教育の機会均等）
①すべて国民は、ひとし

く、その能力に応じた教育
を受ける機会を与えられな
ければならず、人種、信条、
性別、社会的身分、経済的
地位又は門地によって、教
育上差別されない。
②国及び地方公共団体は、

障害のある者が、その障害
の状態に応じ、十分な教育
が受けられるよう、教育上
必要な支援を講じなければ
ばらない。
③国及び地方公共団体は、

能力があるにもかかわらず、
経済的理由によって修学が
困難な者に対して、奨学の

方法を講じなければならない。

第６条（学校教育）
法律に定める学校は、公

の性質を有するものであっ
て、国、地方公共団体及び
法律に定める法人のみが、こ
れを設置することができる。

第８条（私立学校）
私立学校の有する公の性

質及び学校教育において果
たす重要な役割にかんがみ、
国及び地方公共団体は、そ
の自主性を尊重しつつ、助
成その他の適当な方法に
よって私立学校教育の振興
に努めなければならない。

私私立立学学校校法法
第59条（助成）
国又は地方公共団体は、

教育の振興上必要がある

と認める場合には、別に
法律で定めるところによ
り、学校法人に対し、私

立学校教育に関し必要な
助成をすることができる。

地地方方自自治治法法
第232条の２（寄附又は補助）

普通地方公共団体は、そ
の公益上必要がある場合に

おいては、寄附又は補助を
することができる。

私私立立学学校校振振興興助助成成法法
第１条（助成の目的）
①私立学校の教育条件

の維持・向上
②修学上の経済的負担
の軽減

③経営の健全性
を高める

第９条（都道府県への補助）

都道府県が、学校法人
に対し、当該学校におけ

る教育に係る経常的経費
について補助する場合、
国は都道府県に対し、そ

の一部を補助することが
できる。

第10条（その他の助成）
国又は地方公共団体は、

学校法人に対し、前条に
規定するもののほか、補
助金を支出し、又は通常
の条件よりも有利な条件
で、貸付金をし、その他
の財産を譲渡し、若しく
は貸し付けることができる。

東東京京都都
育育英英資資金金条条例例

東東京京都都私私立立学学校校
教教育育助助成成条条例例

注)この表は、都が助成を行う際の根拠法令に基づき分類している。

私私立立学学校校教教職職員員共共済済法法
第35条第４項（都道府県の
補助）
都道府県は、当該都道府

県の予算の範囲内において、
事業団の共済業務に要する
経費について補助すること

ができる。

高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金のの支支給給にに関関すするる法法律律
第６条（就学支援金の支給）
都道府県知事（支給対象高等学校等が地方公共団

体の設置するものである場合（支給対象高等学校等

が特定教育施設である場合を除く。）にあっては、
都道府県教育委員会。以下同じ。）は、受給権者に
対し、就学支援金を支給する。

保護者等
負担軽減補助

私立高等学校等就学支援金

私立高等学校等経常費補助

産業･理科教育施設設備整備費補助

私立高等学校都内生就学促進補助

学校助成

10条（減免費用の支弁）

次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免

⑤専門学校（前各号に掲げるものを除く。）

保護者等
負担軽減補助

私立専修学校授業料等減免費用負担金

私立幼稚園等施設型給付費負担金

私立幼稚園等一時預かり事業費補助

保護者等
負担軽減補助

私立幼稚園等施設等利用費負
担金

学校助成

私立幼稚園教育振興事業費補助

私立幼稚園特別支援教育事業費補助

私立専修学校教育振興費補助

私立専修学校特別支援教育事業費補助

私立専修学校職業実践専門課程推進補助

私立外国人学校教育運営費補助

私立学校安全対策促進事業費補助

私立幼稚園等環境整備費補助

認定こども園整備費等補助

私立専修学校教育環境整備費補助

私立幼稚園等特色教育等推進補助

私立幼稚園預かり保育推進補助

私立幼稚園等教育体制支援事業費補助

私立高等学校等就学支援金学校事務費補助

私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助

私立専修学校修学支援実証研究事業費補助

私立学校被災生徒等受入支援事業費補助

（公財）東京都私学財団事業費補助

団体補助 育英資金事業費補助

私立学校教職員共済費補助

学校助成

保護者等
負担軽減

補助
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第26条（教育を受ける権利）

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

教教育育基基本本法法
第４条（教育の機会均等）

①すべて国民は、ひとし
く、その能力に応じた教育
を受ける機会を与えられな
ければならず、人種、信条、
性別、社会的身分、経済的
地位又は門地によって、教
育上差別されない。

②国及び地方公共団体は、
障害のある者が、その障害
の状態に応じ、十分な教育
が受けられるよう、教育上
必要な支援を講じなければ
ばらない。

③国及び地方公共団体は、

能力があるにもかかわらず、
経済的理由によって修学が
困難な者に対して、奨学の

方法を講じなければならない。

第６条（学校教育）
法律に定める学校は、公

の性質を有するものであっ
て、国、地方公共団体及び
法律に定める法人のみが、こ
れを設置することができる。

第８条（私立学校）
私立学校の有する公の性

質及び学校教育において果
たす重要な役割にかんがみ、
国及び地方公共団体は、そ
の自主性を尊重しつつ、助
成その他の適当な方法に
よって私立学校教育の振興
に努めなければならない。

私私立立学学校校法法
第 条（助成）
国又は地方公共団体は、

教育の振興上必要がある

と認める場合には、別に
法律で定めるところによ
り、学校法人に対し、私

立学校教育に関し必要な
助成をすることができる。

地地方方自自治治法法
第 条の２（寄附又は補助）

普通地方公共団体は、そ
の公益上必要がある場合に

おいては、寄附又は補助を
することができる。

私私立立学学校校振振興興助助成成法法
第１条（助成の目的）
①私立学校の教育条件

の維持・向上
②修学上の経済的負担
の軽減

③経営の健全性
を高める

第９条（都道府県への補助）

都道府県が、学校法人
に対し、当該学校におけ

る教育に係る経常的経費
について補助する場合、
国は都道府県に対し、そ

の一部を補助することが
できる。

第 条（その他の助成）
国又は地方公共団体は、

学校法人に対し、前条に
規定するもののほか、補
助金を支出し、又は通常
の条件よりも有利な条件
で、貸付金をし、その他
の財産を譲渡し、若しく
は貸し付けることができる。

東東京京都都
育育英英資資金金条条例例

東東京京都都私私立立学学校校
教教育育助助成成条条例例

注 この表は、都が助成を行う際の根拠法令に基づき分類している。

私私立立学学校校教教職職員員共共済済法法
第 条第４項（都道府県の
補助）
都道府県は、当該都道府

県の予算の範囲内において、
事業団の共済業務に要する
経費について補助すること

ができる。

高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金のの支支給給にに関関すするる法法律律
第６条（就学支援金の支給）
都道府県知事（支給対象高等学校等が地方公共団

体の設置するものである場合（支給対象高等学校等

が特定教育施設である場合を除く。）にあっては、
都道府県教育委員会。以下同じ。）は、受給権者に
対し、就学支援金を支給する。

保護者等
負担軽減補助

私立高等学校等就学支援金

子子どどもも・・子子育育てて支支援援法法
第 条（市町村の支弁）
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
②都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保

育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地
域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する
費用

③地域子ども・子育て支援事業に要する費用

第 条（都道府県の負担等）
都道府県は、政令で定めるところにより、第 条の規定

により市町村が支弁する同条第２号に掲げる費用のうち、
国及び都道府県が負担すべきものとして政令で定めるとこ
ろにより算定した額（次条第１項において「施設型給付費
等負担対象額」という。）の４分の１を負担する。

２ 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に
対し、第 条の規定により市町村が支弁する同条第３号に
掲げる費用に充てるため、当該都道府県の予算の範囲内で、

交付金を交付することができる。

私立高等学校等経常費補助

産業･理科教育施設設備整備費補助

私立高等学校都内生就学促進補助

学校助成

大大学学等等ににおおけけるる修修学学のの支支援援にに関関すするる法法律律
第 条（減免費用の支弁）

次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免

に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者

が支弁する。

⑤専門学校（前各号に掲げるものを除く。）
当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄す
る都道府県

保護者等
負担軽減補助

私立専修学校授業料等減免費用負担金

私立幼稚園等施設型給付費負担金

私立幼稚園等一時預かり事業費補助

保護者等
負担軽減補助

私立幼稚園等施設等利用費負
担金

学校助成

私立幼稚園教育振興事業費補助

私立幼稚園特別支援教育事業費補助

私立専修学校教育振興費補助

私立専修学校特別支援教育事業費補助

私立専修学校職業実践専門課程推進補助

私立外国人学校教育運営費補助

私立学校安全対策促進事業費補助

私立幼稚園等環境整備費補助

認定こども園整備費等補助

私立専修学校教育環境整備費補助

私立幼稚園等特色教育等推進補助

私立幼稚園預かり保育推進補助

私立幼稚園等教育体制支援事業費補助

私立高等学校等就学支援金学校事務費補助

私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助

私立専修学校修学支援実証研究事業費補助

私立学校被災生徒等受入支援事業費補助

（公財）東京都私学財団事業費補助

団体補助 育英資金事業費補助

私立学校教職員共済費補助

学校助成

保護者等
負担軽減

補助
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19～20

志志
向向
園園

そそ
のの
他他

11 私私立立高高等等学学校校経経常常費費補補助助

22 私私立立中中学学校校経経常常費費補補助助

33 私私立立小小学学校校経経常常費費補補助助

44 私私立立幼幼稚稚園園経経常常費費補補助助 △2.9%
一般補助(補助標準額×評価係数）＋特別補助（地域教育事
業補助等７項目）

55 私私立立特特別別支支援援学学校校等等経経常常費費補補助助 △1.4% 補助単価×対象生徒数＋特別補助 ※1

66 私私立立通通信信制制高高等等学学校校経経常常費費補補助助 学校法人 無 △0.2% （広域）補助単価×都内生徒数

77 私私立立幼幼稚稚園園教教育育振振興興事事業業費費補補助助
都民の幼児教育の場の確保・教育条件の維持向
上・私立幼稚園の経営の健全化

△6.9%
一般補助（幼稚園割＋学級割＋本務教職員割＋幼児割）×
評価係数＋特別補助（地域教育事業補助等６項目）

88 私私立立幼幼稚稚園園特特別別支支援援教教育育事事業業費費補補助助 障害児の就園奨励 △5.3% 補助単価×対象園児数

99 私私立立専専修修学学校校教教育育振振興興費費補補助助
教育条件の維持向上・保護者の経済的負担の軽
減・私立専修学校の経営の健全化

△4.8%
一般補助〔学校割＋（生徒割×評価係数)〕＋特別補助（授
業料減免）

1100 私私立立専専修修学学校校特特別別支支援援教教育育事事業業費費補補助助 障害児(者)の就学奨励 補助単価×対象生徒数

1111 私私立立専専修修学学校校職職業業実実践践専専門門課課程程推推進進補補助助
職業教育の質の向上・専門人材の育成教育の推
進

補助単価×生徒数

1122 私私立立外外国国人人学学校校教教育育運運営営費費補補助助
外国人学校の教育条件の維持向上・保護者の経
済的負担の軽減

学校割（補助単価）＋生徒割（補助単価×都在住外国人生
徒数）

学校の防災機能の強化等
設置者

財団→設置者
△10.3%

補助対象経費の4/5又は2/3以内。非構造部材は2/3又は1/2
以内。
（但し、国庫補助対象事業については国庫補助額も含む）

体育館への空調設備導入補助により、児童・生
徒等の安心・安全な教育環境の確保を促進

△45.3% 補助対象経費の1/2以内

1144 私私立立学学校校省省エエネネ設設備備等等導導入入事事業業費費補補助助 私立学校のＣＯ２排出量削減の促進
補助対象経費の1/2以内
（但し、国庫補助対象事業については国庫補助額も含む）

1155 私私立立学学校校デデジジタタルル教教育育環環境境整整備備費費補補助助
ＩＣＴ機器、校内無線LAN、校務支援システム
等の環境整備

財団→学校法人 補助対象経費の1/2以内

△44.3% 国庫補助金と同額以内

△21.9% 国庫補助金の1/2以内

遊具・運動用具・教具・保健衛生用品等の整備 △41.1% 補助対象経費の1/2又は1/3以内 ※5

園務改善のためのＩＣＴ化促進 補助対象経費の3/4以内
※4
※5

私⽴幼稚園の教育水準向上を促進 補助対象経費の10/10以内

1188 認認定定ここどどもも園園整整備備費費等等補補助助
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的
な提供の推進

区市町村
　　→設置者

※3
※5
※8

設置者

2200 私私立立高高等等学学校校都都内内生生就就学学促促進進補補助助 都内公立中学校卒業生の私立高校への入学促進 条 学校法人 生徒割（補助単価×対象生徒数）＋学校割（=補助単価） ※6

私立高等学校が行う留学に参加する生徒の経済
的負担の軽減

財団→保護者 海外留学期間に応じた基準額×参加生徒数

ＪＥＴプログラムを活用し、外国青年を雇用し
た学校に対し、報酬等の経費を補助

△0.6% 各学校法人における補助対象経費

指導力向上を目的とした教員海外派遣研修を支
援

△9.1% 補助単価×対象教員数

私立高等学校が行う英語の外部検定試験料の負
担の軽減

△15.1% 各補助単価×各対象生徒数

2222 私私立立幼幼稚稚園園等等施施設設型型給給付付費費負負担担金金
幼稚園等の教育・保育に要する費用の一部を負
担

子法
区市町村

　　→設置者
施設型給付費（全国統一）×1/4＋施設型給付費（地方単
独）×1/2

2233 私私立立幼幼稚稚園園等等教教育育体体制制支支援援事事業業費費補補助助
幼稚園教諭等の処遇改善に要する費用の一部を
補助

要綱 設置者
一部国庫

（文部科学省）
皆増 補助対象経費の1/2又は3/4以内

2244 私私立立幼幼稚稚園園等等特特色色教教育育等等推推進進補補助助 特色ある幼児教育等の推進 要綱 設置者
一部国庫

（文部科学省）
△14.6% 各事業ごとの補助単価を適用 ※2

2255 私私立立幼幼稚稚園園等等一一時時預預かかりり事事業業費費補補助助 多様な保育ニーズへの対応 子法
区市町村

　　→設置者
無 園児一人当たり日額×利用園児数×実施日数×1/3

多様な保育ニーズへの対応 設置者
一部国庫

（文部科学省）
△6.0%

預かり時期（時間）に応じた預かり園児数毎の補助単価を
適用

区市町村において、長時間預かり保育を行う幼
稚園の体制整備

区市町村
　　→設置者

対象園児の年齢に応じた補助単価の1/4以内

2277 私私立立学学校校教教育育振振興興資資金金融融資資利利子子補補給給
私学財団の融資事業の利子・利差補給
（私立学校の利子負担の軽減)

財団 △8.0% 財団の貸付原資の借入残額×4%以内

学学
校校
運運
営営
にに
関関
すす
るる
助助
成成

補助対象経費の1/2以内

運運
営営
費費
補補
助助

1133 私私立立学学校校安安全全対対策策促促進進事事業業費費補補助助

財団→学校法人
無

無

そそ
のの
他他
補補
助助

1177 私私立立幼幼稚稚園園等等環環境境整整備備費費補補助助 設置者

私私立立学学校校ググロローーババルル人人材材育育成成支支援援事事業業費費補補助助

1199

2266

一般補助（補助標準額×評価係数）＋特別補助（授業料減
免制度等７項目）

学校法人

私私立立専専修修学学校校教教育育環環境境整整備備費費補補助助 専修学校の教育環境等の充実
財団→設置者

要綱

2211

産業･理科教育の振興

要綱

要綱

施施
設設
･･
設設
備備
等等
補補
助助

私私立立幼幼稚稚園園預預かかりり保保育育推推進進補補助助

条

要綱

経経
常常
費費
補補
助助

私立学校の教育条件の維持向上・保護者の経済
的負担の軽減・経営の健全化

条

特特定定財財源源

学校法人

一部国庫
(文部科学省)

1166 産産業業・・理理科科教教育育施施設設設設備備整整備備費費補補助助

専専修修学学校校

額額
（（千千円円））

事事　　　　　　業業　　　　　　名名
掲掲
載載
頁頁

事事　　業業　　のの　　目目　　的的
根根
拠拠

交交付付対対象象
一一
般般
課課
程程

学学
校校
法法
人人
立立

個個人人立立等等

設置者

増増減減率率
（（％％））

補補助助額額のの算算定定方方法法

認認可可園園等等※※88 施施
設設
型型
給給
付付
園園

類類
似似
施施
設設

専専
門門
課課
程程

高高
等等
課課
程程

令令和和４４年年度度予予算算
※※  詳詳細細ははPP110022参参照照

補補助助対対象象学学校校種種

備備
考考

高高校校 高高
等等
専専
門門
学学
校校

中中
学学
校校

小小
学学
校校

幼幼稚稚園園等等 特特
別別
支支
援援
学学
校校

無

要綱

各各
種種
学学
校校

全全
日日
制制

定定
時時
制制

専専
攻攻
科科

通通
信信
制制

設置者 無

設置者

財団→設置者

一部国庫
（文部科学省）

無

国庫補助対象事業　補助対象経費の1/3以内
国庫補助対象外事業　補助対象経費の1/2以内

アスベスト対策の実施

※上段：産振

※下段：理振

認定こども園

※下段：理振

認定こども園

幼稚園

職業実践専門課程

教育設備装置

研究図書等

評価促進

 

＜＜表表２２－－２２＞＞東東京京都都のの私私学学助助成成等等のの事事業業概概要要（（１１））

19~20

第 2 章　東京都の私学助成



21~22

第 2 章　東京都の私学助成
第２章 東京都の私学助成 

 
 

  21～22  

志志
向向
園園

そそ
のの
他他

2288 私私立立高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金 保護者の経済的負担の軽減（所得制限あり） 法
設置者

（生徒の代理）
国庫

（文部科学省）
△0.1% 各補助単価×各対象生徒数

※7
※10

2299 私私立立高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金学学校校事事務務費費補補助助
私立高等学校等就学支援金に係る事務費負担の
軽減

設置者 生徒割（補助単価×対象生徒数）＋学校割（=補助単価） ※7

3300 私私立立高高等等学学校校等等特特別別奨奨学学金金補補助助
保護者の経済的負担の軽減（所得制限あり(た
だし、一部の保護者については所得制限な
し)）

都、財団
→ 設置者、

 保護者
△11.6% 各補助単価×各対象生徒数 ※9

3322 私私立立高高等等学学校校定定時時制制及及びび通通信信教教育育振振興興奨奨励励費費補補助助 生徒の修学条件の改善
財団

→学校法人
教科書・学習書・給与費　補助対象経費の1/2以内

3333 私私立立高高等等学学校校等等入入学学支支度度金金貸貸付付利利子子補補給給 保護者の経済的負担の軽減（所得制限なし）
財団

→設置者
財団の貸付原資借入額×借入金利

3344 私私立立幼幼稚稚園園等等施施設設等等利利用用費費負負担担金金 保護者の経済的負担の軽減（所得制限なし） 子法
区市町村

　　→保護者
△4.8% 各補助単価×各対象園児数

保護者の経済的負担の軽減（所得制限なし） △4.6% （各補助単価×各対象園児数）＋事務費 ※14

保護者の実費徴収に係る経済的負担の軽減（所
得制限あり）

△8.5% 各補助単価×各対象園児数

3366 私私立立専専修修学学校校授授業業料料等等減減免免費費用用負負担担金金 経済的に困窮する専門学校生の修学機会の確保 大法
一部国庫

（文部科学省）
△8.7% 補助単価×対象生徒数

3377 私私立立専専修修学学校校修修学学支支援援実実証証研研究究事事業業費費補補助助 経済的に困窮する専門学校生の修学機会の確保
国庫

（文部科学省）
△21.0% 補助単価×対象生徒数×対象校数 ※15

被災生徒等の保護者の経済的負担の軽減 保護者 定額分×12月×対象生徒数＋実費額分 ※12

被災生徒等の就学機会の確保
設置者

（生徒の代理）

補助対象経費の10/10以内
専修学校（専門・一般課程）と各種学校は補助対象経費の
2/3以内

※12
※13

3399 私私立立学学校校退退職職手手当当補補助助 財団の退職金掛金事業の負担軽減 財団 △0.2% 標準給与月額×12月×36/1000

4400 私私立立学学校校教教職職員員共共済済費費補補助助
私立学校振興・共済事業団の掛金等事業の負担
の軽減

私立学校振興・
共済事業団

標準給与月額×12月×8/1000

4411 私私立立学学校校教教育育研研究究費費補補助助 私立学校教職員の資質向上・教育内容の充実 財団
学校研究費（研究経費の80%以内）＋団体研究費等（事業別
に算定）

4422 育育英英資資金金事事業業費費補補助助
経済的に修学が困難な生徒・学生に対する奨学
金の貸付（所得制限あり）

育条
財団

→生徒
一部国庫

（文部科学省）
貸付原資総額（各貸付月額×12×各対象生徒数）－返還金
収入

※12

増増減減率率
（（％％））

補補助助額額のの算算定定方方法法

令令和和４４年年度度予予算算
※※  詳詳細細ははPP110022参参照照

学学
校校
法法
人人
立立

通通
信信
制制

事事　　業業　　のの　　目目　　的的
根根
拠拠

事事　　　　　　業業　　　　　　名名
掲掲
載載
頁頁 額額

（（千千円円））

一一
般般
課課
程程

各補助単価×各対象生徒数私私立立高高等等学学校校等等奨奨学学給給付付金金事事業業費費補補助助

幼幼稚稚園園等等 特特
別別
支支
援援
学学
校校

※7
※11

一部国庫
（文部科学省）

3355

育育英英資資金金

保護者の経済的負担の軽減（所得制限あり）
都、財団
→保護者

要綱

設置者
（生徒の代理）

要綱

区市町村
→保護者

私私立立学学校校被被災災生生徒徒等等受受入入支支援援事事業業費費補補助助

教教
職職
員員
のの
福福
利利
厚厚
生生
等等
にに
関関
すす
るる
助助
成成

要綱 無

保保
護護
者者
負負
担担
軽軽
減減
にに
関関
すす
るる
助助
成成

3388

3311

一部国庫
（文部科学省）

無

無

施施
設設
型型
給給
付付
園園

補補助助対対象象学学校校種種

小小
学学
校校

個個人人立立等等専専
攻攻
科科

認認可可園園等等※※88

全全
日日
制制

交交付付対対象象

高高
等等
専専
門門
学学
校校

高高校校 専専修修学学校校

備備
考考

私私立立幼幼稚稚園園等等園園児児保保護護者者負負担担軽軽減減事事業業費費補補助助

各各
種種
学学
校校

定定
時時
制制

中中
学学
校校

専専
門門
課課
程程

特特定定財財源源

要綱
無

類類
似似
施施
設設

高高
等等
課課
程程

←1～3年

←1～3年

←1～3年高等部→

高等部→

←1～3年 1～3年→

←1～3年

←1～3年

←1～3年高等部→

高等部→

←1～3年 1～3年→

高等部→

高等部→ ←３年制

←1～3年 1～3年→←1～3年 1～3年→

注注１１））

注注２２））「補助対象学校種」欄の記号 →都から学校への補助 →都から私学財団等へ、財団等から学校又は保護者への補助

注注３３））「交付対象」「設置者」は学校法人のほか個人も含む。また、一部都から学校への補助も含む。

注注４４））財団事業の補助額は事務費を含む（私立学校退職手当補助を除く）。

注注５５））

　　　　　　※２　平成２７年３月３１日時点で現に存する私立幼稚園及び私立幼保連携型認定こども園に限る。

　　　　　　※１４　各種学校は「地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業」の利用支援においてのみ対象。　　※１５　　専修学校高等課程は新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変者のみ対象。

　　　　　　※５　一部、教育支援体制整備事業費交付金を財源とする。感染症対策用品等への購入支援については、類似施設も対象。　　※６　定時制は昼間定時制のみ。　　※７　専修学校及び各種学校は文部科学大臣が指定するもののみ。

　　　　　　※３　補助対象には、幼稚園型認定こども園（並列型・年齢区分型）を構成する認可外保育施設も含む。　　※４　学校法人立に限る。

　　　　　　※１２　全部又は一部、被災児童生徒就学支援等事業交付金を財源とする。　※１３　東日本大震災以外の大規模災害対応分は、幼稚園及び幼保連携型認定こども園を除く。

　　　　　　※１１　私立高等学校等学び直し支援金・専攻科支援金を含む。私立高等学校等学び直し支援金の補助対象学校種は、私立高等学校等就学支援金と同様。

「根拠」欄の記号　条条：私立学校振興助成法→東京都私立学校助成条例→要綱　　要要綱綱：地方自治法232条の2→要綱　　法法：高等学校等就学支援金の支給に関する法律
育育条条：：地方自治法232条の2→東京都育英資金条例→要綱　　子子法法：子ども・子育て支援法→要綱　大大法法：大学等における修学の支援に関する法律

　　　　　　※８　全部又は一部、認定こども園施設整備交付金を財源とする。　　※９　都認可外通信制高校は都から保護者へ交付。　　※１０　補助額には私学財団の事務費を含む。

→都から区市町村へ、区市町村から学校又は保護者への補助

「備考」　　※１　特別支援学校、特別支援学級を置く小学校若しくは中学校及び障害児が2名以上就園する学校法人立の幼稚園（志向園含む）及び幼保連携型認定こども園。特別補助は特別支援学校のみ。

＜＜表表２２－－２２＞＞東東京京都都のの私私学学助助成成等等のの事事業業概概要要（（２２））
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  21～22  

志志
向向
園園

そそ
のの
他他

2288 私私立立高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金 保護者の経済的負担の軽減（所得制限あり） 法
設置者

（生徒の代理）
国庫

（文部科学省）
△0.1% 各補助単価×各対象生徒数

※7
※10

2299 私私立立高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金学学校校事事務務費費補補助助
私立高等学校等就学支援金に係る事務費負担の
軽減

設置者 生徒割（補助単価×対象生徒数）＋学校割（=補助単価） ※7

3300 私私立立高高等等学学校校等等特特別別奨奨学学金金補補助助
保護者の経済的負担の軽減（所得制限あり(た
だし、一部の保護者については所得制限な
し)）

都、財団
→ 設置者、

 保護者
△11.6% 各補助単価×各対象生徒数 ※9

3322 私私立立高高等等学学校校定定時時制制及及びび通通信信教教育育振振興興奨奨励励費費補補助助 生徒の修学条件の改善
財団

→学校法人
教科書・学習書・給与費　補助対象経費の1/2以内

3333 私私立立高高等等学学校校等等入入学学支支度度金金貸貸付付利利子子補補給給 保護者の経済的負担の軽減（所得制限なし）
財団

→設置者
財団の貸付原資借入額×借入金利

3344 私私立立幼幼稚稚園園等等施施設設等等利利用用費費負負担担金金 保護者の経済的負担の軽減（所得制限なし） 子法
区市町村

　　→保護者
△4.8% 各補助単価×各対象園児数

保護者の経済的負担の軽減（所得制限なし） △4.6% （各補助単価×各対象園児数）＋事務費 ※14

保護者の実費徴収に係る経済的負担の軽減（所
得制限あり）

△8.5% 各補助単価×各対象園児数

3366 私私立立専専修修学学校校授授業業料料等等減減免免費費用用負負担担金金 経済的に困窮する専門学校生の修学機会の確保 大法
一部国庫

（文部科学省）
△8.7% 補助単価×対象生徒数

3377 私私立立専専修修学学校校修修学学支支援援実実証証研研究究事事業業費費補補助助 経済的に困窮する専門学校生の修学機会の確保
国庫

（文部科学省）
△21.0% 補助単価×対象生徒数×対象校数 ※15

被災生徒等の保護者の経済的負担の軽減 保護者 定額分×12月×対象生徒数＋実費額分 ※12

被災生徒等の就学機会の確保
設置者

（生徒の代理）

補助対象経費の10/10以内
専修学校（専門・一般課程）と各種学校は補助対象経費の
2/3以内

※12
※13

3399 私私立立学学校校退退職職手手当当補補助助 財団の退職金掛金事業の負担軽減 財団 △0.2% 標準給与月額×12月×36/1000

4400 私私立立学学校校教教職職員員共共済済費費補補助助
私立学校振興・共済事業団の掛金等事業の負担
の軽減

私立学校振興・
共済事業団

標準給与月額×12月×8/1000

4411 私私立立学学校校教教育育研研究究費費補補助助 私立学校教職員の資質向上・教育内容の充実 財団
学校研究費（研究経費の80%以内）＋団体研究費等（事業別
に算定）

4422 育育英英資資金金事事業業費費補補助助
経済的に修学が困難な生徒・学生に対する奨学
金の貸付（所得制限あり）

育条
財団

→生徒
一部国庫

（文部科学省）
貸付原資総額（各貸付月額×12×各対象生徒数）－返還金
収入

※12

増増減減率率
（（％％））

補補助助額額のの算算定定方方法法

令令和和４４年年度度予予算算
※※  詳詳細細ははPP110022参参照照

学学
校校
法法
人人
立立

通通
信信
制制

事事　　業業　　のの　　目目　　的的
根根
拠拠

事事　　　　　　業業　　　　　　名名
掲掲
載載
頁頁 額額

（（千千円円））

一一
般般
課課
程程

各補助単価×各対象生徒数私私立立高高等等学学校校等等奨奨学学給給付付金金事事業業費費補補助助

幼幼稚稚園園等等 特特
別別
支支
援援
学学
校校

※7
※11

一部国庫
（文部科学省）

3355

育育英英資資金金

保護者の経済的負担の軽減（所得制限あり）
都、財団
→保護者

要綱

設置者
（生徒の代理）

要綱

区市町村
→保護者

私私立立学学校校被被災災生生徒徒等等受受入入支支援援事事業業費費補補助助

教教
職職
員員
のの
福福
利利
厚厚
生生
等等
にに
関関
すす
るる
助助
成成

要綱 無

保保
護護
者者
負負
担担
軽軽
減減
にに
関関
すす
るる
助助
成成

3388

3311

一部国庫
（文部科学省）

無

無

施施
設設
型型
給給
付付
園園

補補助助対対象象学学校校種種

小小
学学
校校

個個人人立立等等専専
攻攻
科科

認認可可園園等等※※88

全全
日日
制制

交交付付対対象象

高高
等等
専専
門門
学学
校校

高高校校 専専修修学学校校

備備
考考

私私立立幼幼稚稚園園等等園園児児保保護護者者負負担担軽軽減減事事業業費費補補助助

各各
種種
学学
校校

定定
時時
制制

中中
学学
校校

専専
門門
課課
程程

特特定定財財源源

要綱
無

類類
似似
施施
設設

高高
等等
課課
程程

←1～3年

←1～3年

←1～3年高等部→

高等部→

←1～3年 1～3年→

←1～3年

←1～3年

←1～3年高等部→

高等部→

←1～3年 1～3年→

高等部→

高等部→ ←３年制

←1～3年 1～3年→←1～3年 1～3年→

注注１１））

注注２２））「補助対象学校種」欄の記号 →都から学校への補助 →都から私学財団等へ、財団等から学校又は保護者への補助

注注３３））「交付対象」「設置者」は学校法人のほか個人も含む。また、一部都から学校への補助も含む。

注注４４））財団事業の補助額は事務費を含む（私立学校退職手当補助を除く）。

注注５５））

　　　　　　※２　平成２７年３月３１日時点で現に存する私立幼稚園及び私立幼保連携型認定こども園に限る。

　　　　　　※１４　各種学校は「地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業」の利用支援においてのみ対象。　　※１５　　専修学校高等課程は新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変者のみ対象。

　　　　　　※５　一部、教育支援体制整備事業費交付金を財源とする。感染症対策用品等への購入支援については、類似施設も対象。　　※６　定時制は昼間定時制のみ。　　※７　専修学校及び各種学校は文部科学大臣が指定するもののみ。

　　　　　　※３　補助対象には、幼稚園型認定こども園（並列型・年齢区分型）を構成する認可外保育施設も含む。　　※４　学校法人立に限る。

　　　　　　※１２　全部又は一部、被災児童生徒就学支援等事業交付金を財源とする。　※１３　東日本大震災以外の大規模災害対応分は、幼稚園及び幼保連携型認定こども園を除く。

　　　　　　※１１　私立高等学校等学び直し支援金・専攻科支援金を含む。私立高等学校等学び直し支援金の補助対象学校種は、私立高等学校等就学支援金と同様。

「根拠」欄の記号　条条：私立学校振興助成法→東京都私立学校助成条例→要綱　　要要綱綱：地方自治法232条の2→要綱　　法法：高等学校等就学支援金の支給に関する法律
育育条条：：地方自治法232条の2→東京都育英資金条例→要綱　　子子法法：子ども・子育て支援法→要綱　大大法法：大学等における修学の支援に関する法律

　　　　　　※８　全部又は一部、認定こども園施設整備交付金を財源とする。　　※９　都認可外通信制高校は都から保護者へ交付。　　※１０　補助額には私学財団の事務費を含む。

→都から区市町村へ、区市町村から学校又は保護者への補助

「備考」　　※１　特別支援学校、特別支援学級を置く小学校若しくは中学校及び障害児が2名以上就園する学校法人立の幼稚園（志向園含む）及び幼保連携型認定こども園。特別補助は特別支援学校のみ。

＜＜表表２２－－２２＞＞東東京京都都のの私私学学助助成成等等のの事事業業概概要要（（２２））
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学学校校運運営営にに関関すするる助助成成

〔〔経経常常費費補補助助〕〕

１１ 私私立立高高等等学学校校経経常常費費補補助助 ２２ 私私立立中中学学校校経経常常費費補補助助 ３３ 私私立立小小学学校校経経常常費費補補助助

４４ 私私立立幼幼稚稚園園経経常常費費補補助助 ５５ 私私立立特特別別支支援援学学校校等等経経常常費費補補助助 ６６ 私私立立通通信信制制高高等等学学校校経経常常費費補補助助

アア 目目的的とと概概要要

経常費補助は、①私立学校の教育条件の維持向上、②児童生徒の修学上の経済的負担の

軽減、③私立学校の経営の健全性を高めるため、私立学校を設置する学校法人に対し、そ

の教育活動に要する経常費の一部を補助するものである。この補助は、以下のとおり学校

種によって事業を分けている。なお、大学や短期大学については文部科学省所轄となって

いるため、都では補助金を交付していない。

① 高等学校（全日制・定時制）、中学校、小学校

平成２年度から、都内の公立学校の経常費の実績値を基に私立学校の標準的運営費を

算出し、その の額を予算総額とする標準的運営費方式を採用している。

② 幼稚園

平成８年度から、都内の学校法人立幼稚園の決算値を基に物件費関係の単価を算出し、

あわせて公立教員の適用給料表から人件費単価を導き、その の額を予算総額とする

準標準的運営費方式を採用している。

③ 特別支援学校等

私立の特別支援学校、特別支援学級を置く小学校若しくは中学校及び障害児が２人以

上在園している幼稚園等を対象に補助している。

④ 通信制高等学校

通信制の課程を置く私立高等学校に対し補助している。

私立の高等学校、中学校、小学校及び幼稚園に対する経常費補助の各学校への配分基準

及び令和３年度の補助単価は図２－２、表２－３のとおりであり、また、その算定方法等

については、毎年、東京都私立学校助成審議会に諮問し、その審議を経ている。
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＜＜図図 －－ ＞＞令令和和３３年年度度経経常常費費補補助助金金配配分分基基準準

実績に基づく

補助

○授業料減免制度 ○生徒指導の充実補助

○教育環境維持向上補助 ○生徒等の安全対策推進補助

○国際化推進補助 ○体験学習等特色ある教育の

取組補助○ 人学級編制推進補助

実績に基づく

補助

○地域教育事業補助 ○ティーム保育推進補助

○授業料減免制度 ○生徒等の安全対策推進補助

○３才児就園促進補助 ○保育体験の受入れ補助

○満３才児の受入れ補助

○学校法人化志向幼稚園の一般補助については、補助標準額の７割を交付額としている。

合計

特特別別補補助助

学級割補助単価

××

××

××

調整後本務教職員数

生徒数 定員内実員

評価係数

～
※保護者負

担、教育条

件、財務状

況等により

評価

＝＝

＝＝

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

××

補助標準額

＝＝

一般
補助
Ａ

＝＝

一一般般補補助助

特別
補助
Ｂ

学校への補助金交付額 ＋＋一般補助 Ａ 特別補助 Ｂ

一一般般補補助助 学 校 割 補 助 単 価

幼児割補助単価

本務教職員割補助単価

××

××

調整後標準教職員数

学級数 各幼稚園数値

×× 幼児数 定員内実員

＝＝

＝＝

＝＝

＝＝

＝＝

合計

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

××

学 校 割 生徒数規模 補助単価

学級数 各学校数値

特別補助 Ｂ＋＋一般補助 Ａ＝＝幼稚園への補助金交付額

一般
補助
Ａ

特特別別補補助助

補助標準額

評価係数

～
※保護者負

担、教育条

件、財務状

況等により

評価

特別
補助
Ｂ

＝＝

＝＝

高等学校・中学校・小学校

幼稚園

学級割補助単価

生徒割補助単価

教職員割補助単価

＝

＝＝
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＜＜表表２２－－ ＞＞令令和和３３年年度度私私立立学学校校経経常常費費補補助助金金単単価価表表

（単位：円）

大規模校 中規模校 小規模校 普通科等
商業に

関する学科
工業に

関する学科
その他 本務職員

差分に係る
単価

普通科等
商業に

関する学科
工業に

関する学科
その他

単独校

併置校

　※　学校割単価の各学校種の規模については、右表のとおり。

幼稚園

学校法人立

学校法人
化志向園

一一　　般般　　補補　　助助

特特　　別別　　補補　　助助

（定時制）

中学校

小学校

高等学校（全日制）

学　校　種

高等学校

学校割 ※ 学級割 教職員割 生徒割・幼児割

注）補助単価表に（校）・（園）とあるものは、1校・１園当たりの単価、（学級）は1クラス当たりの
単価、（人）は生徒・幼児一人当たりの単価である。

別表
教育環境維持向上補助　単価表 （単位:千円）

補助
単価

補助
単価

補助
単価

補助
単価

0 ～ 40 - 441 ～ 480 6,900 881 ～ 920 13,500 1,321 ～ 1,360 20,100

41 ～ 80 900 481 ～ 520 7,500 921 ～ 960 14,100 1,361 ～ 1,400 20,700

81 ～ 120 1,500 521 ～ 560 8,100 961 ～ 1,000 14,700 1,401 ～ 1,440 21,300

121 ～ 160 2,100 561 ～ 600 8,700 1,001 ～ 1,040 15,300 1,441 ～ 1,480 21,900

161 ～ 200 2,700 601 ～ 640 9,300 1,041 ～ 1,080 15,900 1,481 ～ 1,520 22,500

201 ～ 240 3,300 641 ～ 680 9,900 1,081 ～ 1,120 16,500 1,521 ～ 1,560 23,100

241 ～ 280 3,900 681 ～ 720 10,500 1,121 ～ 1,160 17,100 1,561 ～ 1,600 23,700

281 ～ 320 4,500 721 ～ 760 11,100 1,161 ～ 1,200 17,700 1,601 ～ 1,640 24,300

321 ～ 360 5,100 761 ～ 800 11,700 1,201 ～ 1,240 18,300 1,641 ～ 1,680 24,900

361 ～ 400 5,700 801 ～ 840 12,300 1,241 ～ 1,280 18,900 1,681 ～ 1,720 25,500

401 ～ 440 6,300 841 ～ 880 12,900 1,281 ～ 1,320 19,500 1,721 ～ 1,760 26,100

交付年度５月
１日現在の都
内在住生徒数

交付年度５月
１日現在の都
内在住生徒数

交付年度５月１
日現在の都内
在住生徒数

交付年度５月１
日現在の都内
在住生徒数

小規模校 大規模校

高等学校 300人未満 1600人超

中学校 100　〃 900　〃

小学校 300　〃 750　〃
　　※　定員内実員とする。

100　〃　900　〃

300　〃　750　〃

300人以上1600人以下

中規模校

幼稚園

補助単価等

地域教育事業補助 １事業につき３０万円（園）

授業料減免制度整備促進補助 ３０万円（園）

授業料減免補助
　家計急変:前年度の減免額（又は支給額）

  ×１０／１０

３才児就園促進補助 ３，０００円（人）

６０万円（園）

ティーム保育推進補助

　規　　模　　　　　　　　　　（園）
100人未満　　　　　　　　15万円
100人以上200人未満　30万円
200人以上300人未満　50万円
300人以上400人未満　72万円
400人以上　　　　　　　　92万円
＊定員内実員

安全対応能力向上の取組 ３０万円（園）

事故対応能力向上の取組 １０万円（園）

保育体験の受入れ補助 １２万円（園）

生
徒
等
の

安
全
対
策

推
進
補
助

項　　　　目

授
業
料
減
免

制
度

満３才児の受入れ補助

高等学校・中学校・小学校

 授業料減免制度整備促進補助

 授業料減免補助

 外国人教員及び助手の採用

 帰国子女等の受入れ  安全対応能力向上の取組

 教員海外派遣研修制度
 整備促進補助

 事故対応能力向上の取組

 海外留学制度整備促進補助

 海外留学に伴う授業料減免補助

生
徒
指
導
の

充
実
補
助

 スクールカウンセラーの配置 40万円（校）

国
際
化

推
進
補
助

生
徒
等
の
安

全
対
策
推
進

補
助

３０万円（校）

１事業につき１２万円（校）

６０万円（校）

補助単価等

　４０万円（校）

３０万円（人）

前年度の減免額（又は支給額）×１／２

　９万円（人）

　４０万円（校）

項　　　　目

高等学校　 ６０万円
中　学　校　２０万円
小　学　校　１０万円

（学級）

 40人学級編制推進補助

 体験学習等特色ある教育の取組補助

授
業
料
減
免

制
度

３０万円（校）

別表のとおり

家計状況：前年度の減免額（又は支給額）×２／３
家計急変：前年度の減免額（又は支給額）×１０／１０

項　　　　目

 教育環境維持向上補助

補助単価等
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合計

特特別別補補助助

学級割補助単価

××

××

××

調整後本務教職員数

生徒数 定員内実員

評価係数

～
※保護者負

担、教育条

件、財務状

況等により

評価

＝＝

＝＝

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

××

補助標準額

＝＝

一般
補助
Ａ

＝＝

一一般般補補助助

特別
補助
Ｂ

学校への補助金交付額 ＋＋一般補助 Ａ 特別補助 Ｂ

一一般般補補助助 学 校 割 補 助 単 価

幼児割補助単価

本務教職員割補助単価

××

××

調整後標準教職員数

学級数 各幼稚園数値

×× 幼児数 定員内実員

＝＝

＝＝

＝＝

＝＝

＝＝

合計

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

××

学 校 割 生徒数規模 補助単価

学級数 各学校数値

特別補助 Ｂ＋＋一般補助 Ａ＝＝幼稚園への補助金交付額

一般
補助
Ａ

特特別別補補助助

補助標準額

評価係数

～
※保護者負

担、教育条

件、財務状

況等により

評価

特別
補助
Ｂ

＝＝

＝＝

高等学校・中学校・小学校

幼稚園

学級割補助単価

生徒割補助単価

教職員割補助単価

＝

＝＝
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イイ 補補助助実実績績

経常費補助は、昭和 年度に事業開始している。学校種ごとの経常費補助の実績等は、

次表のとおりである。

＜＜表表 －－４４＞＞補補助助実実績績

平成30 元

決　算　額 決　算　額 決　算　額 予　算　額 予　算　額

高等学校
経常費補助

中学校
経常費補助

小学校
経常費補助

幼稚園
経常費補助

補助実績
（千円）

補助実績
（人）

補助実績
（千円）

補助実績
（人）

補助実績
（千円）

補助実績
（人）

補助実績
（千円）

補助実績
（人）

補助総額
（千円）

補助実績
（校）

補助総額
（千円）

補助実績
（校）

補助総額
（千円）

補助実績
（校）

補助総額
（千円）

補助実績
（園）

補助総額
（千円）

補助実績
（校）

補助総額
（千円）

高等部
以外

小・中

幼稚園
等

合　計（千円）

年　　　度
決算・予算

特別支援学校
等経常費補助

通信制高等学
校経常費補助

高等部

注１）特別支援学校等経常費補助の補助実績は、上段から特別支援学校（高等部）、特別支援学校（高等

部以外）、特別支援学級を置く小・中学校、幼稚園等の実績である。

注２）表示単位未満を四捨五入しているため、各補助の計と合計は一致しない場合がある。
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ウウ 補補助助のの効効果果

経常費補助では、補助目的を達成するために、配分の基準や評価の項目において様々な

要素を組み入れて、補助効果を最大にするよう努めている。ここでは経常費補助が大きな

役割を果たしていると考えられるものを例示する。

① 学費の適正化

私立学校に通う児童生徒の修学上の経済的負担を軽減することは、経常費補助の大き

な目的の一つである。このため、授業料や入学金等の納付金に関する評価項目を設定す

るとともに、その評価に重きを置いて各学校の補助金額に反映させている。

学費の適正化には、私立学校の経営努力はもとより、学費変更に係る事前相談等の都

の指導が効果を上げているが、経常費補助金の配分上の仕組みが指導の効果を補完して

いるとみることができる。

② 教育条件の維持向上

学費の抑制と並んで、教育条件の維持向上も補助金の主目的の一つである。

経常費補助は、人件費・教育研究経費・管理経費・設備費を補助対象としており、教

職員の給与水準の維持向上や教育環境の整備・充実等に充てるものとしている。

  

【【私私 立立 学学 校校 助助 成成 審審 議議 会会】】

東京都私立学校助成審議会は、都条例に基づいて設置される知事の諮問機関で、都が学校法人

に対して行う助成の適正化・効率化を図ることを目的に昭和 年に設置された。委員は、都議会

議員５人、私立学校関係者５人、学識経験者５人の計 人で構成されている。任期は２年で、再

任できることになっている。本審議会の所掌事項は、知事の諮問に応じ、補助金配分の基本方針、

その他私立学校の振興助成に関する重要事項の審議である。
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【【私私 立立 学学 校校 助助 成成 審審 議議 会会】】
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その他私立学校の振興助成に関する重要事項の審議である。
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〔〔運運営営費費補補助助〕〕

７７ 私私立立幼幼稚稚園園教教育育振振興興事事業業費費補補助助

【都単独事業】［昭和 年度開始］

私立幼稚園のうち、学校法人立幼稚園（志向園を含む。）には経常費補助金が交付され

ているが、この補助制度はそれ以外の私立幼稚園に対して行うものである。幼稚園運営費

の一部を補助することにより、都民の幼児教育の場を確保するとともに、私立幼稚園の教

育条件の維持向上並びにその経営の安定性及び健全性を高め、私立幼稚園の振興発展を図

ることを目的としている。

配分方法については、私立幼稚園経常費補助に準拠している。

＜＜表表２２－－５５＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

 補助総額(千円)

 補助実績（園）

＜＜表表２２－－６６＞＞令令和和３３年年度度一一般般補補助助・・特特別別補補助助単単価価

幼稚園割 881,300円 地域教育事業補助 300,000円（１事業当たり）

学級割 53,700円 授業料減免制度整備促進補助 300,000円（１園当たり）

本務教職員割 490,500円 授業料減免補助 前年度の減免額又は支給額の１０／１０

幼児割 4,300円 ３才児就園促進補助 3,000円（１人当たり）

満３才児の受入れ補助 600,000円 (１園当たり)

安全対応能力向上の取組補助 300,000円（１園当たり）

事故対応能力向上の取組補助 100,000円（１園当たり）

保育体験の受入れ補助 120,000円 (１園当たり)

一般補助単価 特別補助単価
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８８ 私私立立幼幼稚稚園園特特別別支支援援教教育育事事業業費費補補助助

【都単独事業】［昭和 年度開始］

私立特別支援学校等経常費補助が、学校法人立の幼稚園等に障害児が２人以上通園して

いる場合に交付されるのに対し、障害児が１人又は学校法人立以外の私立幼稚園等に通園

している場合に、運営費の一部を補助する。

＜＜表表２２－－７７＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

 補助総額(千円)

 補助実績（人）

９９ 私私立立専専修修学学校校教教育育振振興興費費補補助助

【都単独事業】［昭和 年度開始］

私立専修学校の教育条件の維持向上及び生徒に係る修学上の経済的負担の軽減を図ると

ともに、経営の安定性及び健全性を高め、もって私立専修学校の振興発展を図ることを目

的として、その運営費の一部を補助する。

補助対象は、私立専修学校の高等課程設置者とし、補助対象経費は、当該課程に係る経

費のうち、教職員人件費及び教育研究関係経費である。

補助金の額は、学校数や生徒数に応じて配分する一般補助と学校の授業料減免実績等に基

づき補助する特別補助との合計額である。

＜＜表表２２－－８８＞＞補補助助実実績績

平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助実績（校）

年    度

補助総額（千円）
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８８ 私私立立幼幼稚稚園園特特別別支支援援教教育育事事業業費費補補助助

【都単独事業】［昭和 年度開始］

私立特別支援学校等経常費補助が、学校法人立の幼稚園等に障害児が２人以上通園して

いる場合に交付されるのに対し、障害児が１人又は学校法人立以外の私立幼稚園等に通園

している場合に、運営費の一部を補助する。

＜＜表表２２－－７７＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

 補助総額(千円)

 補助実績（人）

９９ 私私立立専専修修学学校校教教育育振振興興費費補補助助

【都単独事業】［昭和 年度開始］

私立専修学校の教育条件の維持向上及び生徒に係る修学上の経済的負担の軽減を図ると

ともに、経営の安定性及び健全性を高め、もって私立専修学校の振興発展を図ることを目

的として、その運営費の一部を補助する。

補助対象は、私立専修学校の高等課程設置者とし、補助対象経費は、当該課程に係る経

費のうち、教職員人件費及び教育研究関係経費である。

補助金の額は、学校数や生徒数に応じて配分する一般補助と学校の授業料減免実績等に基

づき補助する特別補助との合計額である。

＜＜表表２２－－８８＞＞補補助助実実績績

平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助実績（校）

年    度

補助総額（千円）
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私私立立専専修修学学校校特特別別支支援援教教育育事事業業費費補補助助

【都単独事業】［平成 年度開始］

私立専修学校の教育条件の維持向上及び経営の健全化を図るとともに、障害児（者）に

対し、より幅広い教育の機会を提供し、就職促進を図るため、私立専修学校高等課程にお

いて特別支援教育を行っている場合に、その運営費の一部を補助する。

＜＜表表２２－－９９＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（人）

私私立立専専修修学学校校職職業業実実践践専専門門課課程程推推進進補補助助

【都単独事業】［平成 年度開始］

職業教育の質の向上を図り、多くの専門人材を育成する教育の推進を図るため、専修学

校専門課程のうち、特に職業に関連した企業等との密接な連携を通じ、より実践的な職業

教育を行っている職業実践専門課程に対し、補助を実施する。

＜＜表表２２－－１１００＞＞補補助助実実績績

令和元 3（予算） 4（予算）

対象学校数（校） ― ―

対象学科数（課程） ― ―

補助総額（千円）

年    度

補助実績

＜＜表表２２－－１１１１＞＞職職業業実実践践専専門門課課程程認認定定数数推推移移（（累累計計））

年    度 平成28 元

学校数

学科数

注２）令和３年度認定数については、令和４年３月１５日現在文部科学省審査中

注１）各年度の認定日現在

私私立立外外国国人人学学校校教教育育運運営営費費補補助助

【都単独事業】［平成７年度開始］

外国人学校の教育条件の維持向上及び外国人学校に在学する児童生徒に係る修学上の経

済的負担の軽減を図ることを目的としている。

補助対象校は、都知事が認可した私立各種学校のうち、専ら外国人を対象とし、我が国

の幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の課程に相当する課程を有する学校である。

補助対象経費は、教職員人件費及び教育研究関係経費である。補助金の額は、学校数及

び生徒数に応じて配分する。
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＜＜表表２２－－１１２２＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（校）

  

〔〔施施設設・・設設備備等等補補助助〕〕

私私立立学学校校安安全全対対策策促促進進事事業業費費補補助助

【都及び財団事業（一部国庫事業）】［平成 年度開始］

園児・生徒の安全を確保するために行う校舎等の耐震改築工事、耐震補強工事及び耐震

診断に要する経費等の一部を補助するほか、建築士派遣などの耐震化普及啓発事業を実施

する。また、アスベスト対策工事や天井・外壁等の非構造部材への耐震対策に要する経費

等の一部を補助する。令和３年度からは、体育館における空調設備設置工事に要する経費

等の一部も補助している。

＜＜表表２２――１１３３＞＞補補助助実実績績 （（単単位位：：千千円円））

平成30 元 3（予算） 4（予算）

耐震診断

耐震補強

耐震改築

普及啓発

アスベスト対策

非構造部材

ブロック塀 ― ― ―

保健衛生用品等 ― ― ― ―

空調設備 ― ― ―

その他

注）表示単位未満を四捨五入しているため、補助総額と内訳の合計は一致しない場合がある。

年    度

補助総額

内
　
訳

【参考】私立学校の耐震化状況（令和 年 月 日現在）

学種 全棟数 耐震化済 耐震化率

高等学校

中学校

小学校

幼稚園

合計
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＜＜表表２２－－１１２２＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（校）

  

〔〔施施設設・・設設備備等等補補助助〕〕

私私立立学学校校安安全全対対策策促促進進事事業業費費補補助助

【都及び財団事業（一部国庫事業）】［平成 年度開始］

園児・生徒の安全を確保するために行う校舎等の耐震改築工事、耐震補強工事及び耐震

診断に要する経費等の一部を補助するほか、建築士派遣などの耐震化普及啓発事業を実施

する。また、アスベスト対策工事や天井・外壁等の非構造部材への耐震対策に要する経費

等の一部を補助する。令和３年度からは、体育館における空調設備設置工事に要する経費

等の一部も補助している。

＜＜表表２２――１１３３＞＞補補助助実実績績 （（単単位位：：千千円円））

平成30 元 3（予算） 4（予算）

耐震診断

耐震補強

耐震改築

普及啓発

アスベスト対策

非構造部材

ブロック塀 ― ― ―

保健衛生用品等 ― ― ― ―

空調設備 ― ― ―

その他

注）表示単位未満を四捨五入しているため、補助総額と内訳の合計は一致しない場合がある。

年    度

補助総額

内
　
訳

【参考】私立学校の耐震化状況（令和 年 月 日現在）

学種 全棟数 耐震化済 耐震化率

高等学校

中学校

小学校

幼稚園

合計
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私私立立学学校校省省エエネネ設設備備等等導導入入事事業業費費補補助助

【財団事業】［平成 年度開始］※平成 年度までモデル事業

ＣＯ２削減に取り組む私立学校を支援するため、東京都地球温暖化防止活動推進センター

（クール・ネット東京）等が実施する「省エネ診断」（「省エネ現地アドバイス」を含む。）

を受け、当該診断の結果を踏まえて省エネ設備等を導入する私立の幼稚園（幼保連携型認

定こども園を含む。）、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び専修学校（高等課

程）に対し、その経費の一部を補助する。

＜＜表表 －－１１４４＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（校） － －

私私立立学学校校デデジジタタルル教教育育環環境境整整備備費費補補助助

【財団事業】［平成 年度開始］

児童・生徒の学習への意欲や関心を高め、学力を向上させるとともに、これからの時代

に求められる情報活用能力を育成することを目的に、私立小学校、中学校、高等学校にお

けるデジタル教育環境の整備に必要な経費の一部を補助している。

令和４年度からは、高等学校の一人１台端末整備を促進するため、端末整備に関する補

助を拡充する。

＜＜表表２２－－１１５５＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（校）

  

1166 産産業業・・理理科科教教育育施施設設設設備備整整備備費費補補助助

【都単独事業（国庫支出金上乗せ単独補助）】［昭和 年度開始］

産業教育振興法及び理科教育振興法に基づき、産業教育及び理科教育の振興を図るため、

国と都が一定率を補助する。

補助の対象は、都内に小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校を設置する学校法人

が行う産業教育及び理科教育の施設設備の整備等に要する経費、また理科の観察・実験を

支援する補助員の配置に要する経費である。

なお、国庫補助に係る取りまとめの事務は、都で行っている。
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＜＜表表 ――１１６６＞＞補補助助実実績績 （（単単位位：：千千円円））

平成30 元 3（予算） 4（予算）年    度

 補助総額

内
訳 理

科

設備

補助員

産　　　業

私私立立幼幼稚稚園園等等環環境境整整備備費費補補助助

【一部国庫事業】［平成 年度開始］

幼児教育の質の向上のため、遊具等環境整備を行う私立幼稚園等に対し、経費の一部を

補助する。平成 年度から、幼稚園教諭等の業務負担軽減を図るため、私立幼稚園等が園

務改善のためのＩＣＴ化促進に要する経費の一部を補助している。令和元年度から、区市

町村が行う、私立幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策の取組を支援する事業に

対して、その経費の一部を補助している。令和３年度からは、教育水準の向上に向けた取

組を実施する幼稚園に対する補助をしている。

＜＜表表 －－１１７７＞＞補補助助実実績績 （（単単位位：：千千円円））

平成30 元 3（予算） 4（予算）年    度

補助総額

○○ 私私立立学学校校のの校校庭庭等等のの芝芝生生化化

【執行委任事業】［平成 年度開始］

環境局が実施する緑化施策、ヒートアイランド施策の一環として、都内私立学校の校庭

等の芝生化を推進する。環境局から芝生化実証実験事業補助金の執行委任を受け、平成

年度は私立幼稚園、平成 年度からは私立幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の校庭等

の芝生化に係る事業経費に対して補助を行っており、平成 年度からは本格実施している。

また、平成 年度から、芝生化実施後に必要な専門的維持管理作業に要する経費の一部

についても補助を行っている。

認認定定ここどどもも園園整整備備費費等等補補助助

【一部国庫事業】［平成 年度開始（平成 年度までは、認定こども園運営費等補助）］

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進を図るため、都が認可及び認定

した私立の認定こども園に対して、区市町村が行う次の事業等について、その経費の一部を補助

する。 

・ 幼保連携型認定こども園の学校としての教育を実施する部分及び幼稚園型認定こども園

の施設整備費補助事業 

・ 幼稚園型認定こども園における保育士等キャリアアップ補助 
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＜＜表表 ――１１６６＞＞補補助助実実績績 （（単単位位：：千千円円））

平成30 元 3（予算） 4（予算）年    度

 補助総額

内
訳 理

科

設備

補助員

産　　　業

私私立立幼幼稚稚園園等等環環境境整整備備費費補補助助

【一部国庫事業】［平成 年度開始］

幼児教育の質の向上のため、遊具等環境整備を行う私立幼稚園等に対し、経費の一部を

補助する。平成 年度から、幼稚園教諭等の業務負担軽減を図るため、私立幼稚園等が園

務改善のためのＩＣＴ化促進に要する経費の一部を補助している。令和元年度から、区市

町村が行う、私立幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策の取組を支援する事業に

対して、その経費の一部を補助している。令和３年度からは、教育水準の向上に向けた取

組を実施する幼稚園に対する補助をしている。

＜＜表表 －－１１７７＞＞補補助助実実績績 （（単単位位：：千千円円））

平成30 元 3（予算） 4（予算）年    度

補助総額

○○ 私私立立学学校校のの校校庭庭等等のの芝芝生生化化

【執行委任事業】［平成 年度開始］

環境局が実施する緑化施策、ヒートアイランド施策の一環として、都内私立学校の校庭

等の芝生化を推進する。環境局から芝生化実証実験事業補助金の執行委任を受け、平成

年度は私立幼稚園、平成 年度からは私立幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の校庭等

の芝生化に係る事業経費に対して補助を行っており、平成 年度からは本格実施している。

また、平成 年度から、芝生化実施後に必要な専門的維持管理作業に要する経費の一部

についても補助を行っている。

認認定定ここどどもも園園整整備備費費等等補補助助

【一部国庫事業】［平成 年度開始（平成 年度までは、認定こども園運営費等補助）］

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進を図るため、都が認可及び認定

した私立の認定こども園に対して、区市町村が行う次の事業等について、その経費の一部を補助

する。 

・ 幼保連携型認定こども園の学校としての教育を実施する部分及び幼稚園型認定こども園

の施設整備費補助事業 

・ 幼稚園型認定こども園における保育士等キャリアアップ補助 
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＜＜表表 －－１１８８＞＞ 補補助助実実績績

4（予算）

補助総額（千円）

年    度 平成30 元 3（予算）

【参考】 認定こども園の類型

実線は「認可」部分 点線（太）は「認可外」部分 点線枠内は、新たに追加する「機能」

（注１）１号認定：満３歳以上の小学校就学前の子供で２号認定以外の子供（教育標準時間利用の子供）
　　　　２号認定：満３歳以上の小学校就学前の子供で保育を必要とする子供（保育短時間又は保育標準時間利用の子供）
　　　　３号認定：満３歳未満の小学校就学前の子供で保育を必要とする子供（保育短時間又は保育標準時間利用の子供）

２号認定

３号認定

１号認定

認可外保育施設

（注２）

５歳

３歳

③③　　保保育育所所型型

幼稚園機能

３号認定

０歳

５歳

３歳

０歳

１号認定

認可保育所

３歳

５歳
２号認定

幼幼稚稚園園・・並並列列型型

④④　　地地方方裁裁量量型型

幼保連携型認定こども園 認可外保育施設

幼幼稚稚園園・・年年齢齢区区分分型型

０歳０歳

幼稚園

３号認定

３歳

１号認定 １号認定

認可外保育施設

１号認定 ２号認定

①①　　幼幼保保連連携携型型 ②②　　幼幼稚稚園園型型

２号認定 ２号認定

機能

３号認定

２号認定

保育所

幼稚園機能

幼稚園

幼稚園

１号認定
機能

５歳

３号認定

幼稚園

保育所
機能

幼幼稚稚園園・・単単独独型型

認定こども園数（令和３年４月１日現在）（単位：園）

施設数

単独型

年齢区分型

並列型 ‐

保育所型

地方裁量型

幼保連携型

幼稚園型

合　　　計

私私立立専専修修学学校校教教育育環環境境整整備備費費補補助助

【都及び財団事業】［平成 年度開始］

私立専修学校の教育の充実と質的向上に資するため、私立専修学校の設置者が行う、専

修学校の高等課程及び専門課程の教育に必要な教育設備や研究図書等のほか、専門課程の

自己点検・自己評価及び第三者評価に要する経費の 以内を補助する。
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＜＜表表２２－－１１９９＞＞補補助助実実績績  

年  度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額
（千円）
補助実績
（校）

－ －

注）補助実績（校）は、延べ数である。

〔〔そそのの他他補補助助〕〕

私私立立高高等等学学校校都都内内生生就就学学促促進進補補助助

【都単独事業】［平成 年度開始］

都内公立中学校卒業生の高等学校への就学を促進するため、私立高等学校が行う都内公

立中学生に対する就学促進と広く生徒募集等に係る広報活動の推進に要する経費の一部を

補助する。

＜＜表表 －－２２００＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額
（千円）

補助実績
（人）

私私立立学学校校ググロローーババルル人人材材育育成成支支援援事事業業費費補補助助

【財団事業】［平成 年度開始］

私立学校におけるグローバル人材の育成に向けた取組を支援するため、私学財団が行う

次の事業に要する経費の一部を補助する。

① 私立高等学校海外留学推進事業費補助（私立高等学校が行う海外留学に参加する生

徒に対し、参加費用の一部を補助。）

② 私立学校外国語指導助手活用事業費補助（外国語教育の充実を図るため、ＪＥＴプ

ログラム（語学指導を行う外国青年招致事業）を活用する私立中学校、高等学校に

対し、その経費の一部を補助。）

③ 教員海外派遣研修事業費補助（私立小学校、中学校、高等学校が、教員を海外研修

に派遣した場合に、その経費の一部を補助。）

④ 私立高等学校外部検定試験料補助（私立高等学校が英語の外部検定試験を行う場合、

その試験の試験料相当額を補助）
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＜＜表表２２－－１１９９＞＞補補助助実実績績  

年  度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額
（千円）
補助実績
（校）

－ －

注）補助実績（校）は、延べ数である。

〔〔そそのの他他補補助助〕〕

私私立立高高等等学学校校都都内内生生就就学学促促進進補補助助

【都単独事業】［平成 年度開始］

都内公立中学校卒業生の高等学校への就学を促進するため、私立高等学校が行う都内公

立中学生に対する就学促進と広く生徒募集等に係る広報活動の推進に要する経費の一部を

補助する。

＜＜表表 －－２２００＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額
（千円）

補助実績
（人）

私私立立学学校校ググロローーババルル人人材材育育成成支支援援事事業業費費補補助助

【財団事業】［平成 年度開始］

私立学校におけるグローバル人材の育成に向けた取組を支援するため、私学財団が行う

次の事業に要する経費の一部を補助する。

① 私立高等学校海外留学推進事業費補助（私立高等学校が行う海外留学に参加する生

徒に対し、参加費用の一部を補助。）

② 私立学校外国語指導助手活用事業費補助（外国語教育の充実を図るため、ＪＥＴプ

ログラム（語学指導を行う外国青年招致事業）を活用する私立中学校、高等学校に

対し、その経費の一部を補助。）

③ 教員海外派遣研修事業費補助（私立小学校、中学校、高等学校が、教員を海外研修

に派遣した場合に、その経費の一部を補助。）

④ 私立高等学校外部検定試験料補助（私立高等学校が英語の外部検定試験を行う場合、

その試験の試験料相当額を補助）
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＜＜表表２２－－２２１１＞＞補補助助実実績績

平成30 元 3（予算） 4（予算）

私立高等学校海外留学推進

私立学校外国語指導助手活用

教員海外派遣研修

私立高等学校外部検定試験料

年　　度

補助総額（千円）

内
訳

私私立立幼幼稚稚園園等等施施設設型型給給付付費費負負担担金金

【都負担事業】［平成 年度開始］

子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、幼稚園・認定こども園・保育所を通じた共通

の給付制度である施設型給付が創設された。そのうち、新制度に移行した私立幼稚園等に

対し、区市町村が支給する施設型給付費の一部を、都が負担する。

なお、令和元年度予算以降は、幼児教育無償化（令和元年 月 日から開始）に伴う影

響による負担額を含んでいる。

＜＜図図２２－－３３＞＞施施設設型型給給付付のの構構造造

○○ 「「施施設設型型給給付付費費」」 ≒≒  「「公公定定価価格格」」（（通通常常要要すするる費費用用）） －－ 「「利利用用者者負負担担額額」」（（応応能能負負担担））

【【教教育育標標準準時時間間認認定定（（11号号））】】

教育標準時間認定（１号認定）の子どもに係る施設型給付については、幼稚園に係る現在の国・地方の費用負担状

況や都道府県間のばらつきを踏まえ、円滑な移行のために、当分の間、全国統一費用部分（義務的経費）と地方単独費
用部分（裁量的経費）を組み合わせて施設型給付費として一体的に支給することとされている（子ども・子育て支援法附

則９条）。

○ 「「施施設設型型給給付付費費」」（（全全国国統統一一費費用用部部分分）） ＝ 「国庫負担対象額」 － 「利用者負担額」

○ 「「施施設設型型給給付付費費」」（（地地方方単単独独費費用用部部分分）） ≒  「公定価格」 － 「国庫負担対象額」

教教育育標標準準時時間間認認定定（（１１号号））のの子子どどもも 保保育育認認定定（（２２・・３３号号））のの子子どどもも

施施設設型型給給付付費費
（（地地方方単単独独費費用用部部分分））

区市町村負担＋都道府県補助
（区市町村：都道府県＝１：１）

施施設設型型給給付付費費
（（全全国国統統一一費費用用部部分分））

（国：都道府県：区市町村＝２：１：１）

利利用用者者負負担担額額
（（応応能能負負担担））

※※無無償償化化にに伴伴いい負負担担額額ななしし

施施設設型型給給付付費費

（国：都道府県：区市町村＝２：１：１）

利利用用者者負負担担額額
（（応応能能負負担担））

※※無無償償化化にに伴伴いい負負担担額額ななしし

（（33号号子子どどももはは住住民民税税非非課課税税世世帯帯ののみみ））

「「国国庫庫負負担担対対象象額額」」

従前の私学助成の国

庫負担額、保護者負担、

所在地域等を勘案して

国が設定した基準により

算定した額

「「公公定定価価格格」」

教育・保育に通常要する

費用の額を勘案し設定

「公定価格」と「国

庫負担対象額」の

差額、地域の実

情等を参酌して区

市町村が定める

「「利利用用者者負負担担

額額」」
国の基準を限度

として、保護者世

帯の所得等を勘

案して区市町村

区市町村から

代理受領

＜＜表表２２－－２２２２＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）
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私私立立幼幼稚稚園園等等教教育育体体制制支支援援事事業業費費補補助助

【一部国庫事業】［令和 年度開始］

私立幼稚園等に勤務する教職員等の処遇改善を図るため、賃上げ効果が継続される取組を

行うことを前提として、私立幼稚園等が行う処遇改善に係る経費の一部を補助する。

＜＜表表２２－－２２３３＞＞補補助助予予算算額額

年    度 令和3（補正予算） 4（予算）

補助総額（千円）

私私立立幼幼稚稚園園等等特特色色教教育育等等推推進進補補助助

【一部国庫事業】［平成 年度開始］

私立幼稚園等における特色ある教育の取組み等を推進するため、新制度に移行した私立幼

稚園等に対し、経常費補助等の特別補助として実施していた、幼児教育に関する知識・方法

を地域住民のために提供する地域教育事業及び都内の高等学校又は中学校の生徒の保育体験

の受入れ事業について、施設型給付費と別に補助する。

＜＜表表２２－－２２４４＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（園）

私私立立幼幼稚稚園園等等一一時時預預かかりり事事業業費費補補助助

【都負担事業】［平成 年度開始］

区市町村から一時預かり事業（幼稚園型）を受託し、家庭において保育を受けることが

困難となった幼児を、一時的に預かる私立幼稚園等に対して、都がその経費の一部を負担

する。

また、月単位で定期利用できる「一時預かり事業（緊急一時預かり）」を実施する私立

幼稚園に対し、経費の一部を補助する。

＜＜表表２２－－２２５５＞＞補補助助実実績績

平成30 元 3（予算） 4（予算）年    度

補助総額（千円）

対象園数（園）

注）緊急一時預かりの園数等を含む

36

第 2 章　東京都の私学助成



第 章 東京都の私学助成

37 

私私立立幼幼稚稚園園等等教教育育体体制制支支援援事事業業費費補補助助

【一部国庫事業】［令和 年度開始］

私立幼稚園等に勤務する教職員等の処遇改善を図るため、賃上げ効果が継続される取組を

行うことを前提として、私立幼稚園等が行う処遇改善に係る経費の一部を補助する。

＜＜表表２２－－２２３３＞＞補補助助予予算算額額

年    度 令和3（補正予算） 4（予算）

補助総額（千円）

私私立立幼幼稚稚園園等等特特色色教教育育等等推推進進補補助助

【一部国庫事業】［平成 年度開始］

私立幼稚園等における特色ある教育の取組み等を推進するため、新制度に移行した私立幼

稚園等に対し、経常費補助等の特別補助として実施していた、幼児教育に関する知識・方法

を地域住民のために提供する地域教育事業及び都内の高等学校又は中学校の生徒の保育体験

の受入れ事業について、施設型給付費と別に補助する。

＜＜表表２２－－２２４４＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（園）

私私立立幼幼稚稚園園等等一一時時預預かかりり事事業業費費補補助助

【都負担事業】［平成 年度開始］

区市町村から一時預かり事業（幼稚園型）を受託し、家庭において保育を受けることが

困難となった幼児を、一時的に預かる私立幼稚園等に対して、都がその経費の一部を負担

する。

また、月単位で定期利用できる「一時預かり事業（緊急一時預かり）」を実施する私立

幼稚園に対し、経費の一部を補助する。

＜＜表表２２－－２２５５＞＞補補助助実実績績

平成30 元 3（予算） 4（予算）年    度

補助総額（千円）

対象園数（園）

注）緊急一時預かりの園数等を含む
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【都単独事業】［平成 年度開始］

教育時間前後に 日４時間以上かつ平日５日間、年間 日以上の預かり保育を実施す

る私立幼稚園を「ＴＯＫＹＯ子育て応援幼稚園」と名付け、都が園児数に応じた上乗せ補

助及び小規模保育施設等と連携し、卒園児受入れを行う場合の補助を実施している。

・ＴＯＫＹＯ子育て応援幼稚園数： 園（ 区 市 町）（令和４年３月１日現在）

＜＜図図２２－－４４＞＞私私立立幼幼稚稚園園等等一一時時預預かかりり事事業業費費及及びびＴＴＯＯＫＫＹＹＯＯ子子育育てて応応援援幼幼稚稚園園のの補補助助内内容容

■教育時間含め 時間以上

■年間 日以上

子子育育てて応応援援幼幼稚稚園園

加算（都 ）

＋ 円 日

■教育時間含め 時間以上

■年間 日以上

子子育育てて応応援援幼幼稚稚園園 加加算算（都 ）

施設あたり 万円 年

国事業（国・都・区市町村が各 負担）

子育て応援幼稚園
加算（都 ）

８〜９Ｈ未満 ９～ Ｈ未満 Ｈ以上

【【新新子子育育てて安安心心ププラランン】】国事業（国・都・区市町村が各1/3負担）
基本分（８時間）2,650円/日（＊１）＋長時間加算（＊２）/日

日日
額額

千千

円円

上上
乗乗

せせ

開所 ～８Ｈ未満

子育て応援幼稚園

に対する加算（都10/10）

●小規模保育施設等と連携

→ 施設あたり 万円 年

●一時預かり事業のために

事務職員を追加配置

→１施設当たり 万円/年

３歳児～ 歳児（在園児）

歳児（非在園児）

※超過時間が２時間未満１５０円、２時間以上３時間未満３００円、３時間以上４５０円
＊１ 年間延べ利用幼児数が1,500人以上の場合。年間延べ利用幼児数が1,500人未満の場合は、基本分（８時間）2,250円/日
＊２ 年間延べ利用幼児数が1,500人以上の場合は、超過時間が１時間～３時間：３３０円～９９０円

年間延べ利用幼児数が1,500人未満の場合は、超過時間が１時間～３時間：２８０円～８４０円

注１）注釈のない場合は、在園児又は非在園児１人当たりの単価である。

注２）長期休業日以外の平日の適用基本単価

■週 日・ 時間以上

私私立立幼幼稚稚園園預預かかりり保保育育推推進進補補助助

【一部国庫事業】［平成 年度開始］

少子化の進展及び女性の社会進出、共働き家庭の一般化などに伴う保育ニーズの多様化

対応のため、教育時間終了後２時間以上、教育時間開始前及び春・夏・冬期の長期休暇中

に自園児を園内で過ごさせる｢預かり保育｣を実施する私立幼稚園等に対し、その運営費の

一部を補助する。また、国の幼稚園における長時間預かり保育支援事業として、年間を通

じて原則として開所時間が 時間を超える私立幼稚園が行う預かり保育に対し、区市町村

が行う運営費補助事業について、その経費の一部を補助する。

＜＜表表 －－２２６６＞＞補補助助実実績績

平成30 元 3（予算） 4（予算）

注）園数は預かり保育推進補助の実績等である。

年    度

補助総額（千円）

補助実績（園）
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＜＜表表 －－２２７７＞＞預預かかりり保保育育にに対対すするる補補助助

事業実施

主体
補助形式 補助割合 対象施設 補助要件等

国・都→区市町

村（利用者所在）

→園

国1/3、都1/3、

区市町村1/3

幼稚園、認定

こども園

　教育時間前後４時間以上又は長期休業日等に

預かり保育を実施する。

ＴＯＫＹＯ子育て

応援幼稚園

都→区市町村

（利用者所在）

→園

都10/10 幼稚園

　原則として教育時間前後４時間以上（ただし教

育時間を含めて９時間以上）かつ平日５日間、年

間200日以上の預かり保育を実施する。

　また、１日11時間以上開所し、平日５日間、年間

240日以上預かり保育を実施する園について、加

算を行う。

　さらに、小規模保育施設等と連携し、卒園児を

受け入れている場合に補助を行う。

都 都→園 都10/10
幼稚園、認定

こども園

　下記の預かり保育をいずれか又は複数実施す

る。

・教育時間終了後：２時間又は３時間以上の預か

り保育を開園日の半数以上

・早朝：教育時間開始前に１時間以上の預かり保

育を開園日の半数以上

・春期休暇：４時間以上の預かり保育を５日以上

・夏期休暇：４時間以上の預かり保育を15日以上

・冬期休暇：４時間以上の預かり保育を４日以上

私立幼稚園預かり保育

推進補助

※私立幼稚園等一時預かり事業は区市町村が行う事業となるため、詳細な要件等は区市町村による。

私立幼稚園等一時預か

り事業費補助

区市町村

 

私私立立学学校校教教育育振振興興資資金金融融資資利利子子補補給給

【財団事業】［昭和 年度開始］

私立学校における教育環境整備及び経営安定を図るための資金を長期・低利な条

件で貸し付けている私学財団の銀行借入利息に対して、都は利子補給を行う。平成

年度貸付分より、銀行借入利息から学校への貸付利息を差し引いた金額を補助す

ることとした。

＜＜表表 ――２２８８＞＞貸貸付付内内容容

融資期間 ２０年 １５年 １０年 ７年 ５年 ３年 １年

金利種別

償還方法
元金均等
３か月賦

施 設 設 備 資 金 運　営　資　金

元金均等６か月賦

注）貸付総額（令和２年度）:6億1千4百万円

資金の内容

･ 校舎等の教育上必要な施設の新増改築
　等に必要な経費
･ 校地等の買収に必要な経費
･ 教具等の設備整備に必要な経費

・学校の運営に必要な施設整備資金以外の経費

融資限度額
(定員によって異なる)

10億円 3,000万円～5,000万円

変　　動 固　　定 固　　定

＜＜表表 ――２２９９＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績(件) － －
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＜＜表表 －－２２７７＞＞預預かかりり保保育育にに対対すするる補補助助

事業実施

主体
補助形式 補助割合 対象施設 補助要件等

国・都→区市町

村（利用者所在）

→園

国1/3、都1/3、

区市町村1/3

幼稚園、認定

こども園

　教育時間前後４時間以上又は長期休業日等に

預かり保育を実施する。

ＴＯＫＹＯ子育て

応援幼稚園

都→区市町村

（利用者所在）

→園

都10/10 幼稚園

　原則として教育時間前後４時間以上（ただし教

育時間を含めて９時間以上）かつ平日５日間、年

間200日以上の預かり保育を実施する。

　また、１日11時間以上開所し、平日５日間、年間

240日以上預かり保育を実施する園について、加

算を行う。

　さらに、小規模保育施設等と連携し、卒園児を

受け入れている場合に補助を行う。

都 都→園 都10/10
幼稚園、認定

こども園

　下記の預かり保育をいずれか又は複数実施す

る。

・教育時間終了後：２時間又は３時間以上の預か

り保育を開園日の半数以上

・早朝：教育時間開始前に１時間以上の預かり保

育を開園日の半数以上

・春期休暇：４時間以上の預かり保育を５日以上

・夏期休暇：４時間以上の預かり保育を15日以上

・冬期休暇：４時間以上の預かり保育を４日以上

私立幼稚園預かり保育

推進補助

※私立幼稚園等一時預かり事業は区市町村が行う事業となるため、詳細な要件等は区市町村による。

私立幼稚園等一時預か

り事業費補助

区市町村

 

私私立立学学校校教教育育振振興興資資金金融融資資利利子子補補給給

【財団事業】［昭和 年度開始］

私立学校における教育環境整備及び経営安定を図るための資金を長期・低利な条

件で貸し付けている私学財団の銀行借入利息に対して、都は利子補給を行う。平成

年度貸付分より、銀行借入利息から学校への貸付利息を差し引いた金額を補助す

ることとした。

＜＜表表 ――２２８８＞＞貸貸付付内内容容

融資期間 ２０年 １５年 １０年 ７年 ５年 ３年 １年

金利種別

償還方法
元金均等
３か月賦

施 設 設 備 資 金 運　営　資　金

元金均等６か月賦

注）貸付総額（令和２年度）:6億1千4百万円

資金の内容

･ 校舎等の教育上必要な施設の新増改築
　等に必要な経費
･ 校地等の買収に必要な経費
･ 教具等の設備整備に必要な経費

・学校の運営に必要な施設整備資金以外の経費

融資限度額
(定員によって異なる)

10億円 3,000万円～5,000万円

変　　動 固　　定 固　　定

＜＜表表 ――２２９９＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績(件) － －
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保保護護者者負負担担軽軽減減にに関関すするる助助成成

〔〔私私立立高高等等学学校校等等授授業業料料軽軽減減補補助助〕〕

私立高等学校等に通学している生徒の保護者の授業料の負担を軽減することにより、生徒

の修学を容易にすることを目的とした補助である。

私私立立高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金

【法定受託事務・国庫事業】［平成 年度開始］

「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づき、都内私立の高等学校、中等教

育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（１～３年生）、専修学校・

各種学校（高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの）の

生徒に対し、高等学校等就学支援金として授業料について一定額を助成する。令和２年度

からは、年収目安 万円未満の世帯については、全国の私立高校等の平均授業料を勘案

した補助が行われている（表２－３０）。

平成 年度からは、高等学校等を中途退学した者が再び学び直す場合に、高等学校等就

学支援金の支給期間経過後も一定条件のもとで授業料の助成を行う私立高等学校等学び直

し支援金を実施している。

また、令和２年度からは高等学校等専攻科に通う低所得世帯の生徒の授業料を軽減する

制度として私立高等学校等専攻科支援金を実施している。

なお、私立高等学校等就学支援金、私立高等学校等学び直し支援金及び私立高等学校等

専攻科支援金は学校設置者が代理受領する。

＜＜表表２２――３３００＞＞私私立立高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金・・私私立立高高等等学学校校等等学学びび直直しし支支援援金金・・私私立立高高等等学学校校等等専専攻攻科科支支援援金金のの支支給給額額

支給月額

平成26年度～令和元年度

就学支援金 学び直し支援金 専攻科支援金 就学支援金・学び直し支援金

 270万円～
 350万円未満

         17,800円
　（年額213,600円）

             19,800円
        (年額237,600円)

 350万円～
 590万円未満

             14,850円
        (年額178,200円)

 590万円～
 910万円未満

              9,900円
        (年額118,800円)

              9,900円
        (年額118,800円)

              9,900円
        (年額118,800円)

 910万円以上 　　　　　　　 対象外 　　　　　　　 対象外 　　　　　　　 対象外

世帯年収の
目安

 270万円未満
             24,750円

        (年額297,000円)

             33,000円
        (年額396,000円)

             24,750円
        (年額297,000円)

令和2年度以降

　　　　 35,600円
　（年額427,200円）

加算）

基準額

倍）倍）

倍）

倍）

基準額基準額

加算）

＜＜表表２２――３３１１①①＞＞補補助助実実績績（（私私立立高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金））

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（人）

※補助実績は、月平均受給者数である。
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＜＜表表２２――３３１１②②＞＞補補助助実実績績（（私私立立高高等等学学校校等等学学びび直直しし支支援援金金））

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（人）

＜＜表表２２――３３１１③③＞＞補補助助実実績績（（私私立立高高等等学学校校等等専専攻攻科科支支援援金金））

年    度 令和2 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（人）

私私立立高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金学学校校事事務務費費補補助助

【都単独事業】［平成 年度開始］

私立高等学校等就学支援金の支給に伴う私立学校の事務負担を軽減するため、その経費

の一部を補助する。

＜＜表表 －－ ＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績(設置者） － －

私私立立高高等等学学校校等等特特別別奨奨学学金金補補助助

【財団事業（都内校：平成 年度～ 都外校：平成 年度～）】［昭和 年度開始］

都は、都内に居住する都内及び都外の私立高等学校、私立特別支援学校高等部、私立高

等専門学校（第１～３学年）、私立中等教育学校後期課程及び私立専修学校高等課程に在

学する生徒の保護者に助成している私学財団の「私立高等学校等授業料軽減助成金事業」

に対し、補助を行っている。

平成 年度より、年収約 万円未満程度の世帯まで高等学校等就学支援金と合わせて

都内私立高等学校平均授業料を勘案した額まで支援することとし、補助単価を拡充した。

平成 年度より、東京都認可の私立通信制高等学校も新たに補助の対象にするとともに、

生徒が学校の指定する寮などに入り、都内から都外に移り住んだ場合も補助の対象とした。

令和２年度より、年収約 万円未満程度の世帯まで高等学校等就学支援金と合わせて

都内私立高等学校平均授業料を勘案した額まで支援している。また、年収約 万円を上

回る世帯でも、２３歳未満の扶養する子が３人以上いる多子世帯に対しては、新たに、世

帯年収に関わらず公立高校授業料額の半額相当を補助している。

令和３年度より、東京都以外の自治体が認可している私立通信制高等学校の生徒保護者

に対する授業料補助である「私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金」を新たに

開始した。
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保保護護者者負負担担軽軽減減にに関関すするる助助成成

〔〔私私立立高高等等学学校校等等授授業業料料軽軽減減補補助助〕〕

私立高等学校等に通学している生徒の保護者の授業料の負担を軽減することにより、生徒

の修学を容易にすることを目的とした補助である。

私私立立高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金

【法定受託事務・国庫事業】［平成 年度開始］

「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づき、都内私立の高等学校、中等教

育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（１～３年生）、専修学校・

各種学校（高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの）の

生徒に対し、高等学校等就学支援金として授業料について一定額を助成する。令和２年度

からは、年収目安 万円未満の世帯については、全国の私立高校等の平均授業料を勘案

した補助が行われている（表２－３０）。

平成 年度からは、高等学校等を中途退学した者が再び学び直す場合に、高等学校等就

学支援金の支給期間経過後も一定条件のもとで授業料の助成を行う私立高等学校等学び直

し支援金を実施している。

また、令和２年度からは高等学校等専攻科に通う低所得世帯の生徒の授業料を軽減する

制度として私立高等学校等専攻科支援金を実施している。

なお、私立高等学校等就学支援金、私立高等学校等学び直し支援金及び私立高等学校等

専攻科支援金は学校設置者が代理受領する。

＜＜表表２２――３３００＞＞私私立立高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金・・私私立立高高等等学学校校等等学学びび直直しし支支援援金金・・私私立立高高等等学学校校等等専専攻攻科科支支援援金金のの支支給給額額

支給月額

平成26年度～令和元年度

就学支援金 学び直し支援金 専攻科支援金 就学支援金・学び直し支援金

 270万円～
 350万円未満

         17,800円
　（年額213,600円）

             19,800円
        (年額237,600円)

 350万円～
 590万円未満

             14,850円
        (年額178,200円)

 590万円～
 910万円未満

              9,900円
        (年額118,800円)

              9,900円
        (年額118,800円)

              9,900円
        (年額118,800円)

 910万円以上 　　　　　　　 対象外 　　　　　　　 対象外 　　　　　　　 対象外

世帯年収の
目安

 270万円未満
             24,750円

        (年額297,000円)

             33,000円
        (年額396,000円)

             24,750円
        (年額297,000円)

令和2年度以降

　　　　 35,600円
　（年額427,200円）

加算）

基準額

倍）倍）

倍）

倍）

基準額基準額

加算）

＜＜表表２２――３３１１①①＞＞補補助助実実績績（（私私立立高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金））

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（人）

※補助実績は、月平均受給者数である。
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＜＜表表２２――３３１１②②＞＞補補助助実実績績（（私私立立高高等等学学校校等等学学びび直直しし支支援援金金））

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（人）

＜＜表表２２――３３１１③③＞＞補補助助実実績績（（私私立立高高等等学学校校等等専専攻攻科科支支援援金金））

年    度 令和2 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（人）

私私立立高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金学学校校事事務務費費補補助助

【都単独事業】［平成 年度開始］

私立高等学校等就学支援金の支給に伴う私立学校の事務負担を軽減するため、その経費

の一部を補助する。

＜＜表表 －－ ＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績(設置者） － －

私私立立高高等等学学校校等等特特別別奨奨学学金金補補助助

【財団事業（都内校：平成 年度～ 都外校：平成 年度～）】［昭和 年度開始］

都は、都内に居住する都内及び都外の私立高等学校、私立特別支援学校高等部、私立高

等専門学校（第１～３学年）、私立中等教育学校後期課程及び私立専修学校高等課程に在

学する生徒の保護者に助成している私学財団の「私立高等学校等授業料軽減助成金事業」

に対し、補助を行っている。

平成 年度より、年収約 万円未満程度の世帯まで高等学校等就学支援金と合わせて

都内私立高等学校平均授業料を勘案した額まで支援することとし、補助単価を拡充した。

平成 年度より、東京都認可の私立通信制高等学校も新たに補助の対象にするとともに、

生徒が学校の指定する寮などに入り、都内から都外に移り住んだ場合も補助の対象とした。

令和２年度より、年収約 万円未満程度の世帯まで高等学校等就学支援金と合わせて

都内私立高等学校平均授業料を勘案した額まで支援している。また、年収約 万円を上

回る世帯でも、２３歳未満の扶養する子が３人以上いる多子世帯に対しては、新たに、世

帯年収に関わらず公立高校授業料額の半額相当を補助している。

令和３年度より、東京都以外の自治体が認可している私立通信制高等学校の生徒保護者

に対する授業料補助である「私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金」を新たに

開始した。
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＜＜表表 －－３３３３＞＞補補助助実実績績及及びび生生徒徒一一人人当当たたりり補補助助単単価価

高等学校
（全日制課程・定

時制課程）等

高等学校
（通信制課程）

高等学校
（全日制課程・定

時制課程）等

高等学校
（通信制課程）

高等学校
（全日制課程・
定時制課程）等

高等学校
（通信制課程）

高等学校
（全日制課程・
定時制課程）等

高等学校
（通信制課程）

高等学校
（全日制課程・定

時制課程）等

高等学校
（通信制課程）

生活保護世帯

非課税・均等割のみの世帯

住民税所得割（区市町村税）
基準額未満世帯

住民税一定基準以下世帯

年収約590万円未満程度

年収約760万円未満程度

年収約910万円未満程度

多子世帯

生活保護世帯

非課税・均等割のみの世帯

住民税所得割（区市町村税）
基準額未満世帯

住民税一定基準以下世帯

年収約590万円未満程度

年収約760万円未満程度

年収約910万円未満程度

多子世帯

注１)平成26年度以降の入学者については、高等学校等就学支援金の新制度に対応した新たな補助単価に基づき補助。

注２)高等学校（全日制課程・定時制課程）等とは、高等学校（全日制課程・定時制課程）の他、特別支援学校高等部、高等専門学校（第１～３学年）、

　   中等教育学校後期課程及び私立専修学校高等課程を指す。　

平成30 元 3（予算）

受
給
者
数

計

補助総額（千円）

年　　　　度

補
助
単
価

４（予算）

私私立立高高等等学学校校等等奨奨学学給給付付金金事事業業費費補補助助

【財団及び一部国庫事業】［平成 年度開始］

都は、授業料以外の教育費負担が大きい私立高等学校等の生徒を持つ低所得者層の世帯

について、その費用負担の軽減を図るため、私学財団が実施する私立高等学校等奨学給付

金助成事業に対し補助を行う。

助成対象は、都内に居住する都内及び都外の私立高等学校（全日制・定時制・通信制）、

中等教育学校後期課程、高等専門学校（１～３年生）、専修学校・各種学校（高等学校の

課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの）並びに私立高等学校、中

等教育学校後期課程が設置する専攻科（大学への編入学基準を満たす課程又は国家資格者

養成課程を有するもの）に在学する生徒の保護者である。なお、財源負担は、国 、都

となっている。
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＜＜表表２２－－３３４４＞＞補補助助実実績績及及びび生生徒徒一一人人当当たたりり補補助助単単価価

補助単価 受給者数 補助単価 受給者数 補助単価 通信費単価 単価合計 受給者数 補助単価 受給者数 補助単価 受給者数

52,600 571 52,600 500 52,600 - 52,600 456 52,600 640 52,600 550
第1子 89,000 5,390 98,500 5,188 103,500 26,100 129,600 4,915 129,600 6,130 142,800 5,540
第2子以降 138,000 2,873 138,000 2,685 138,000 12,000 150,000 2,694 150,000 3,150 153,000 2,970
第1子 - - - - 103,500 26,100 129,600 322 129,600 60 142,800 370
第2子以降 - - - - 138,000 12,000 150,000 181 150,000 30 153,000 210

8,834 8,373 8,568 10,010 9,640

52,600 276 52,600 270 52,600 - 52,600 260 52,600 320 52,600 280
第1子

第2子以降

第1子

第2子以降

1,626 1,532 1,605 1,770 1,650

- - - - 38,100 12,000 50,100 8 50,100 5 53,100 10

- - - - 38,100 12,000 50,100 8 50,100 5 53,100 10

10,460 9,905 10,181 11,785 11,300

　（注1）通信制高等学校については、平成27年度から生活保護世帯についても支給対象とし、非課税世帯については、第１子と第２子以降の場合についても同額の補助単価となった。

  （注2）補助総額には、事務費含む。

2 3 （予算） 4（予算）

1,399,279 1,503,285 1,572,170

50,100　
通
信
制

生活保護世帯

非課税
世帯

38,100 1,262

小計

全
日
制
等

生活保護世帯

非課税
世帯

家計急
変世帯

小計

区分
平成30 元

38,100 1,350

専攻科

小計

計（人）

補助総額（千円） 1,038,886

家計急
変世帯

- - 38,100 12,000 50,100 20 50,100 20 53,100 30- -

1,041,452

1,430 53,100 1,34038,100 12,000 50,100 1,325

＜＜表表２２－－３３５５＞＞保保護護者者のの年年収収目目安安とと軽軽減減額額（（ 就就学学支支援援金金・・ 特特別別奨奨学学金金・・ 奨奨学学給給付付金金））

※１　就学支援金と授業料軽減助成金の支給総額は、469,000円の範囲内で在学校の授業料（保護者が負担した金額）
　　　が上限となる。
※２　所得要件超過多子世帯：扶養する23歳未満の子が３人以上いる世帯
※３　年収目安は、保護者１人のみ給与収入がある４人世帯（夫婦と子２人）をモデルとした場合。
　　　年収は目安であり、区市町村民税課税標準額等に基づき審査を行う。

約910万円
～

約590万円

約590万円
～

約270万円

所得要件超過
多子世帯 ※※２

約270万円未満
住民税が「非課税」又は
「均等割」のみの世帯

生活保護世帯

授業料の負担軽減 ※※１
授業料以外の
負担軽減

就学支援金(国)

学費全般の支援

授業料軽減助成金(都) 奨学給付金(都) 育英資金(都)

世帯の条件によって
利用可能な貸付制度

420,000円

59,400 円

118,800 円 350,200 円

396,000 円 73,000円

52,600円

152,000円
・134,600円

年
収
目
安
（
モ
デ
ル
世
帯
）

※※

３

私私立立高高等等学学校校定定時時制制及及びび通通信信教教育育振振興興奨奨励励費費補補助助

【財団事業（平成 年度～）】［昭和 年度開始］

生徒の修学条件の改善を図るため、都内に私立高等学校定時制課程又は通信制課程を設

置し、かつ、当該課程に在学する勤労生徒に対し教科書及び学習書給与事業を実施してい

る学校法人に対し、その事業に要した費用の一部を補助する。

43

第 2 章　東京都の私学助成



第２章 東京都の私学助成

44  

＜＜表表 －－３３６６＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実（校）

私私立立高高等等学学校校等等入入学学支支度度金金貸貸付付利利子子補補給給

【財団事業】［昭和 年度開始］

私立高等学校等に入学する生徒の保護者の負担を軽減するため、入学支度金の無利息貸

出を行っている私立高等学校、私立中等教育学校後期課程、私立特別支援学校高等部、私

立高等専門学校、私立専修学校高等課程（３年制課程）に対し、貸出原資を貸し付けてい

る。都は、平成 年度から私学財団が私立高等学校等へ貸し付けるために銀行から借り入

れた原資に対し、利子補給を行っている。

なお、生徒１人当たりの貸付金額は 万円となっている。

＜＜表表 －－３３７７＞＞貸貸付付実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

貸付人数（人）

貸付額（千円）

利子補給額（千円）

私私立立幼幼稚稚園園等等施施設設等等利利用用費費負負担担金金

【一部国庫事業】［令和元年度開始］

令和元年 月からの幼児教育の無償化の実施に伴い、子ども・子育て支援新制度に移行

していない私立幼稚園等に通う園児保護者の負担軽減のため、保護者に対して区市町村が

行う負担軽減事業の経費について、国制度単価に係る都負担分を補助している。

また、預かり保育の国制度単価に係る都負担分を補助している。

＜＜表表 －－３３８８＞＞補補助助実実績績

年    度 令和元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実績（人）

（注）令和元年度及び令和２年度の補助総額には、事務費含む。
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私私立立幼幼稚稚園園等等園園児児保保護護者者負負担担軽軽減減事事業業費費補補助助

【都単独事業・都負担事業】［昭和 年度開始］

都は、都内区市町村が行う保護者負担軽減事業に対してその経費の一部を補助する。

なお、区市町村が行う事業のうち、都が補助の対象とする者は、次のとおりである。

・ 私立幼稚園及び幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者

・ 子ども・子育て支援新制度へ移行した私立幼稚園及び認定こども園等に在籍する幼児

の保護者

令和元年 月からは、国の幼児教育無償化を踏まえ、都の保護者負担軽減事業を再編し、

全ての世帯が都内平均保育料相当額まで支援を受けられるよう、独自に補助を行っている。

なお、年収約 万円以下の世帯等については、幼児教育の無償化前から国の補助と合

わせて都内平均保育料相当額を超える負担が軽減されているため、無償化後も同水準の保

護者負担軽減補助を行えるよう補助単価を見直している。

また、私立幼稚園等に在籍する年収約 万円以下の世帯及び小学校第３学年修了前子

ども等が同一の世帯に三人以上いる世帯の幼児の保護者（教材費・行事費等は生活保護世

帯に属する私立の特定教育・保育施設に在籍する小学校就学前子どもの保護者）を対象に

都内区市町村が行う実費徴収に係る補足給付を行う事業に対し、給食費 円、教材費・

行事費等 円のうち都負担分（ ）を補助する事業を、福祉保健局が行う東京都子

供・子育て支援交付金の一部として実施している。

＜＜表表 －－３３９９＞＞補補助助実実績績 （単位：千円、人）

平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額

対象延幼児数

補助総額

対象延幼児数

年    度

私立幼稚園等園児保護者負
担軽減事業費補助

注）私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助の補助総額及び対象延幼児数には、令和２年度以降については
　保育所等利用多子世帯負担軽減事業を、令和４年度（予算）については地域における小学校就学前の子供を
　対象とした多様な集団活動事業の利用支援を含む。

東京都子供・子育て支援交
付金（実費徴収に係る補足
給付を行う事業）
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私私立立幼幼稚稚園園等等園園児児保保護護者者負負担担軽軽減減事事業業費費補補助助

【都単独事業・都負担事業】［昭和 年度開始］

都は、都内区市町村が行う保護者負担軽減事業に対してその経費の一部を補助する。

なお、区市町村が行う事業のうち、都が補助の対象とする者は、次のとおりである。

・ 私立幼稚園及び幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者

・ 子ども・子育て支援新制度へ移行した私立幼稚園及び認定こども園等に在籍する幼児

の保護者

令和元年 月からは、国の幼児教育無償化を踏まえ、都の保護者負担軽減事業を再編し、

全ての世帯が都内平均保育料相当額まで支援を受けられるよう、独自に補助を行っている。

なお、年収約 万円以下の世帯等については、幼児教育の無償化前から国の補助と合

わせて都内平均保育料相当額を超える負担が軽減されているため、無償化後も同水準の保

護者負担軽減補助を行えるよう補助単価を見直している。

また、私立幼稚園等に在籍する年収約 万円以下の世帯及び小学校第３学年修了前子

ども等が同一の世帯に三人以上いる世帯の幼児の保護者（教材費・行事費等は生活保護世

帯に属する私立の特定教育・保育施設に在籍する小学校就学前子どもの保護者）を対象に

都内区市町村が行う実費徴収に係る補足給付を行う事業に対し、給食費 円、教材費・

行事費等 円のうち都負担分（ ）を補助する事業を、福祉保健局が行う東京都子

供・子育て支援交付金の一部として実施している。

＜＜表表 －－３３９９＞＞補補助助実実績績 （単位：千円、人）

平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額

対象延幼児数

補助総額

対象延幼児数

年    度

私立幼稚園等園児保護者負
担軽減事業費補助

注）私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助の補助総額及び対象延幼児数には、令和２年度以降については
　保育所等利用多子世帯負担軽減事業を、令和４年度（予算）については地域における小学校就学前の子供を
　対象とした多様な集団活動事業の利用支援を含む。

東京都子供・子育て支援交
付金（実費徴収に係る補足
給付を行う事業）
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＜＜表表 －－４４００＞＞園園児児一一人人当当たたりり補補助助単単価価 （単位：円）

区市町村民税所得割非課税世帯、

区分Ⅲのうちひとり親世帯等

第３子以降第１子 第２子世帯収入目安区　　　　　　　分

Ⅱ

Ⅰ
生活保護世帯、
区分Ⅱのうちひとり親世帯等

～２７０万円

Ⅵ 上記区分以外の世帯 ７３１万円～

Ⅴ 区市町村民税所得割256,300円以下の世帯

　　ただし、区分Ⅰ、ⅡまたはⅢの世帯は、就園状況及び年齢を問わず生計を一にする兄・姉等がいる場合、第２子以降
　の単価を適用する。

注）同一世帯から同時に２人以上在園している場合等は、２人目から第２子の単価を適用し、３人目から第３子以降の
　単価を適用する。

～７３０万円

Ⅳ 区市町村民税所得割211,200円以下の世帯 ～６８０万円

Ⅲ 区市町村民税所得割77,100円以下の世帯 ～３６０万円

私私立立専専修修学学校校授授業業料料等等減減免免費費用用負負担担金金

【一部国庫事業】［令和２年度開始］

真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、活躍することができるよう、

質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担の

軽減を図ることにより、我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与するため、「大

学等における修学の支援に関する法律」に基づき、修学支援の対象機関（機関要件の確認

大学等）となっている専修学校（専門課程）に在学する、住民税非課税世帯及びそれに準

ずる世帯の学生への授業料及び入学金の減免を行った専修学校に対し補助を行う。

なお、財源負担は、国 、都 となっている。

＜＜表表２２－－４４１１＞＞補補助助実実績績

年    度 令和２ ３（予算） ４（予算）

補助総額（千円）

＜＜表表２２－－４４２２＞＞修修学学支支援援のの対対象象機機関関ととししてて機機関関要要件件のの確確認認をを行行っったた学学校校のの数数

年    度 令和元 ２ ３

学　校　数 186校 230校 236校
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＜＜表表２２－－４４３３＞＞授授業業料料等等減減免免のの上上限限額額（（年年間間）） （単位：円）

100円未満
（年収約270万円未満）

100円以上～25,600円未満
 （年収約300万円未満）

 25,600円以上～51,300円未満
（年収約380万円未満）

注１)　減免額算定基準額は市町村民税の所得割の課税標準額×６％-(調整控除の額+税額調整額)

　　　※政令指定都市に市民税を納税している場合は（調整控除の額+税額調整額）に3/4を乗じた額

注２)　世帯年収は両親・本人・中学生の４人世帯の場合の目安であり基準を満たす年収は

　　 　家族構成により異なる。　

注３)　授業料及び入学金の減免の上限額。

減免額算定基準額 授業料 入学金

私私立立専専修修学学校校修修学学支支援援実実証証研研究究事事業業費費補補助助

【国庫事業】［平成 年度開始］

国の「専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業」を受託し、

私立の専修学校専門課程に在籍し、経済的理由により修学困難な学生に対する授業料補助

や生活設計等に関するアドバイスなどを行う。令和２年度より新たに新型コロナウイルス

感染症の影響による家計急変者も対象とした。

＜＜表表２２－－４４４４＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実積（校）

私私立立学学校校被被災災生生徒徒等等受受入入支支援援事事業業費費補補助助

【一部国庫事業】［平成 年度開始］

東日本大震災及び大規模災害（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法

律（昭和 年法律第 号。）に基づき、激甚災害（本激）に指定された災害（地震は最大

震度が７であるものに限る。）のうち、文部科学大臣が支援を行うことが必要と認める災

害をいう。）により被災し、都内の私立学校に通う園児・児童・生徒の保護者の経済的な

負担を軽減し、就学を支援する。

事業項目としては、被災した生徒の保護者に対し、授業料等の減免措置を行う場合にお

いて、学校の経費を補助するもの（「私立学校被災生徒等授業料等減免補助」及び「私立

専修学校・各種学校被災生徒等授業料等減免補助」）と、学用品や修学旅行費等について、
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＜＜表表２２－－４４３３＞＞授授業業料料等等減減免免のの上上限限額額（（年年間間）） （単位：円）

100円未満
（年収約270万円未満）

100円以上～25,600円未満
 （年収約300万円未満）

 25,600円以上～51,300円未満
（年収約380万円未満）

注１)　減免額算定基準額は市町村民税の所得割の課税標準額×６％-(調整控除の額+税額調整額)

　　　※政令指定都市に市民税を納税している場合は（調整控除の額+税額調整額）に3/4を乗じた額

注２)　世帯年収は両親・本人・中学生の４人世帯の場合の目安であり基準を満たす年収は

　　 　家族構成により異なる。　

注３)　授業料及び入学金の減免の上限額。

減免額算定基準額 授業料 入学金

私私立立専専修修学学校校修修学学支支援援実実証証研研究究事事業業費費補補助助

【国庫事業】［平成 年度開始］

国の「専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業」を受託し、

私立の専修学校専門課程に在籍し、経済的理由により修学困難な学生に対する授業料補助

や生活設計等に関するアドバイスなどを行う。令和２年度より新たに新型コロナウイルス

感染症の影響による家計急変者も対象とした。

＜＜表表２２－－４４４４＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額（千円）

補助実積（校）

私私立立学学校校被被災災生生徒徒等等受受入入支支援援事事業業費費補補助助

【一部国庫事業】［平成 年度開始］

東日本大震災及び大規模災害（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法

律（昭和 年法律第 号。）に基づき、激甚災害（本激）に指定された災害（地震は最大

震度が７であるものに限る。）のうち、文部科学大臣が支援を行うことが必要と認める災

害をいう。）により被災し、都内の私立学校に通う園児・児童・生徒の保護者の経済的な

負担を軽減し、就学を支援する。

事業項目としては、被災した生徒の保護者に対し、授業料等の減免措置を行う場合にお

いて、学校の経費を補助するもの（「私立学校被災生徒等授業料等減免補助」及び「私立

専修学校・各種学校被災生徒等授業料等減免補助」）と、学用品や修学旅行費等について、
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保護者に対し直接給付するもの（「私立学校被災生徒等臨時支援金」）がある。

前者のうち、「私立学校被災生徒等授業料等減免補助」は、都内の私立幼稚園、小学校、

中学校、高等学校（全日制・定時制）、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園の設置

者を対象とする（大規模災害対応分については、幼稚園及び幼保連携型認定こども園は対

象外。）。一方、「私立専修学校・各種学校被災生徒等授業料等減免補助」は、都内の私

立専修学校及び各種学校の設置者を対象とする。

後者の「私立学校被災生徒等臨時支援金」は、都内の私立幼稚園、小学校、中学校、高

等学校、専修学校（高等課程）及び幼保連携型認定こども園に通う園児・児童・生徒の保

護者を対象とする。

なお、大規模災害で被災した生徒の保護者に対する支援については、原則として当該大

規模災害が発生した当該年度のみとしている。また、「私立学校被災生徒等授業料等減免

補助」及び「私立専修学校・各種学校被災生徒等授業料等減免補助」については、国の方

針を踏まえ、令和３年度より東日本大震災による被災者への支援は原子力災害による被災

者に限って継続することとした。

＜＜表表 －－４４５５＞＞補補助助実実績績 （単位：千円、校）

補助総額 補助実績 補助総額 補助実績 補助総額 補助実績 補助総額 補助実績 補助総額 補助実績

私立学校被災生
徒等臨時支援金

私立学校被災生
徒等授業料等減

免補助

私立専修学校・
各種学校被災生
徒等授業料等減

免補助

事業項目
4（予算）3（予算）平成30 元
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教教職職員員のの福福利利厚厚生生等等にに関関すするる助助成成

私私立立学学校校退退職職手手当当補補助助

【財団事業】［昭和 年度開始］

私立学校等の設置者（会員）が負担する教職員退職資金の掛金を軽減するため、私学財

団の行う退職資金交付事業に対して補助する。補助額は掛金負担額（標準給与月額の

＊）のうち、 相当額である。 （＊平成 年４月から適用）

＜＜表表 －－４４ ＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）
補助総額
（千円）
補助実績
（件）

私私立立学学校校教教職職員員共共済済費費補補助助

【日本私立学校振興・共済事業団事業】［昭和 年度開始］

学校法人等の設置者及び教職員が負担する掛金等を軽減するため、日本私立学校振興・

共済事業団が行う年金等給付事業に対して補助する。補助額は設置者及び教職員のそれぞ

れの加入者保険料負担額〈標準報酬月額の ４月～８月 又は ９月

～３月 令和３年度 〉のうちの ずつ、合わせて 相当額である。

＜＜表表 －－４４ ＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額
（千円）

私私立立学学校校教教育育研研究究費費補補助助

【財団事業】［昭和 年度開始］

教職員の資質の向上及び私学団体が行う研修・研究事業の充実のため、私学財団が行う

次の事業に要する経費の一部を補助する。

① 学校研究助成事業：教職員の教育研究活動に対する助成事業

ア 個人研究 １課題 万円以内

イ 団体研究 １課題 万円以内

② 研修研究事業：教職員等を対象とした研修研究事業

ア 私学財団が主催で行う職層別及び課題別研修

イ 私学団体との共催による研修研究事業

＜＜表表 －－４４８８＞＞補補助助実実績績

年    度 平成30 元 3（予算） 4（予算）

補助総額
（千円）
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育育英英資資金金

育育英英資資金金事事業業［昭和 年度開始］

育育英英資資金金事事業業費費補補助助【財団事業（平成 年度～）】

都の育英資金貸付制度は、都内に居住する者で、高等学校（中等教育学校の後期課程

及び特別支援学校の高等部を含む。）、高等専門学校、又は専修学校（高等課程・専門

課程）に在学し、勉学意欲がありながら経済的理由により修学困難な者に対し、奨学金

を貸し付けることにより、教育を受ける機会の拡充に寄与し、もって社会に貢献し得る

人材の育成に資することを目的としている。

平成 年度に、日本学生支援機構（旧 日本育英会）が実施してきた国の高校奨学

金事業が段階的に都道府県に移管されたことを機に、都の育英資金貸付事業全体を再構

築し、事業実施主体を都から私学財団に移した上で、都は事業実施に必要な支援を行う

こととした。

平成 年３月 日までに都が採用した奨学生については、奨学金の返還が終了する

まで引き続き都が対応する。なお、平成 年度に都の貸付事業は終了した。

奨学生の採用に関する制度の概要及び貸付実績の推移は、次のとおりである。

＜＜表表 －－ ＞＞借借受受資資格格

1

2

3

4

5

6

7

8

9

申込者（本人）が高等学校、高等専門学校、専修学校（高等課程・専門課程）に在学していること（高等専
門学校、専修学校(専門課程)は都内の学校に限る。）。

申込者と申込者を扶養する者がともに、貸付を開始する月の初日に都内に住所を有していること。

申込者が大学院に在学したことがないこと。

日本国籍がない場合は、在留資格が「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者
等」「定住者」のいずれかであること。

申込者が最長返還期間の末日に満65歳を超えないこと。

申込者に勉学意欲があり、経済的理由により修学が困難であること。

申込者が同種の資金を他から借り受けていないこと。

同一学校種等で、申込者が過去に東京都育英資金を借り受けていないこと。

別に定める要件（年齢、職業等）を備えた連帯保証人２名（申込時１名、貸付終了時１名追加）を立てられ
ること。
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＜＜表表 －－５５００＞＞制制度度概概要要

貸付対象の学校に在学する者に対して募集を行い、奨学生として採用する形態

貸付方法

貸付期間

利息

返還方法

返還期間

連帯保証人

返還猶予

返還免除

貸

付

採用及び
募集形態

無利息

在
学
採
用

貸付対象の学校に進学する前の中学校３年生を対象に採用候補者として登録し、翌年
４月に進学先の在学確認を経て正式に奨学生として採用する形態

予
約
採
用

本人名義の預金口座に口座振替払の方法で毎月交付

在学する学校の正規の修業年限

貸付月額

返

還

口座振替の方法による、年賦又は半年賦の返還

本人が死亡又は心身障害となり返還が困難になったときなどは、返還免除の申出が可能

進学したときや傷病などで一時的に返還が困難になったときは、返還猶予の申出が可能

＜＜第第一一連連帯帯保保証証人人＞＞((申申込込時時))
・原則として父又は母であること
・奨学金の貸付に伴う債務を保証する能力があること
＜＜第第二二連連帯帯保保証証人人＞＞((貸貸付付終終了了時時))
・父又は母でないこと
・職業を有し、独立の生計を営んでいること
・奨学金の返還について保証する能力があること
・未成年者でないこと
・貸付終了日において満65歳を超えないこと

貸付終了後６ヵ月据え置き、貸付総額に応じた所定の期間内
　《例①》学校種別：高等学校　　貸付期間：３年の場合　→　最長13年
　《例②》学校種別：私立専修学校（専門課程）　貸付期間：３年の場合　→　最長14年

貸付月額
（円）

収入限度額
（万円）

国公立 790（330)

私　立 840（365)

国公立 802（339)

私　立 877（391)

国公立 909（423)

私　立 975（489)

 高等学校

 高等専門学
校

 専修学校
（専門課程）

 専修学校
（高等課程）

私　立 840（365)

一部の学校種別には、交通遺児等
について、貸付月額の増額制度があ
る。

収入限度額は令和3年度一般募集
における標準的４人世帯の場合の目
安額
金額は給与所得者の場合で年間総
収入金額(源泉徴収票等の「支払金
額」)である。また、( ) は給与所得以
外で収入金額から必要経費等を引い
た金額(確定申告等の所得金額)であ
る。

<<対対象象学学校校種種別別：：高高等等学学校校、、高高等等専専門門学学校校、、専専修修学学校校（（高高等等課課程程・・専専門門課課程程））>>

募集形態 募集時期 説　　　　　　明

一般募集 ４～５月 ４月下旬から５月にかけての各学校が指定する期間。

特別募集 随時
不慮の災害又は生計維持者の失職、病気、死亡等により、年度途中に家計
が急変し、経済的に修学が困難になった者を対象とする。

<<対対象象学学校校種種別別：：高高等等学学校校、、専専修修学学校校（（高高等等課課程程））>>

募集形態 募集時期 説　　　　　　明

予約募集 ５～９月
５月下旬から９月上旬にかけての各学校が指定する期間。
翌年４月に高等学校又は専修学校（高等課程）に入学予定の中学校３年生
を対象とする。
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育育英英資資金金

育育英英資資金金事事業業［昭和 年度開始］

育育英英資資金金事事業業費費補補助助【財団事業（平成 年度～）】

都の育英資金貸付制度は、都内に居住する者で、高等学校（中等教育学校の後期課程

及び特別支援学校の高等部を含む。）、高等専門学校、又は専修学校（高等課程・専門

課程）に在学し、勉学意欲がありながら経済的理由により修学困難な者に対し、奨学金

を貸し付けることにより、教育を受ける機会の拡充に寄与し、もって社会に貢献し得る

人材の育成に資することを目的としている。

平成 年度に、日本学生支援機構（旧 日本育英会）が実施してきた国の高校奨学

金事業が段階的に都道府県に移管されたことを機に、都の育英資金貸付事業全体を再構

築し、事業実施主体を都から私学財団に移した上で、都は事業実施に必要な支援を行う

こととした。

平成 年３月 日までに都が採用した奨学生については、奨学金の返還が終了する

まで引き続き都が対応する。なお、平成 年度に都の貸付事業は終了した。

奨学生の採用に関する制度の概要及び貸付実績の推移は、次のとおりである。

＜＜表表 －－ ＞＞借借受受資資格格

1

2

3

4

5

6

7

8

9

申込者（本人）が高等学校、高等専門学校、専修学校（高等課程・専門課程）に在学していること（高等専
門学校、専修学校(専門課程)は都内の学校に限る。）。

申込者と申込者を扶養する者がともに、貸付を開始する月の初日に都内に住所を有していること。

申込者が大学院に在学したことがないこと。

日本国籍がない場合は、在留資格が「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者
等」「定住者」のいずれかであること。

申込者が最長返還期間の末日に満65歳を超えないこと。

申込者に勉学意欲があり、経済的理由により修学が困難であること。

申込者が同種の資金を他から借り受けていないこと。

同一学校種等で、申込者が過去に東京都育英資金を借り受けていないこと。

別に定める要件（年齢、職業等）を備えた連帯保証人２名（申込時１名、貸付終了時１名追加）を立てられ
ること。
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＜＜表表 －－５５００＞＞制制度度概概要要

貸付対象の学校に在学する者に対して募集を行い、奨学生として採用する形態

貸付方法

貸付期間

利息

返還方法

返還期間

連帯保証人

返還猶予

返還免除

貸

付

採用及び
募集形態

無利息

在
学
採
用

貸付対象の学校に進学する前の中学校３年生を対象に採用候補者として登録し、翌年
４月に進学先の在学確認を経て正式に奨学生として採用する形態

予
約
採
用

本人名義の預金口座に口座振替払の方法で毎月交付

在学する学校の正規の修業年限

貸付月額

返

還

口座振替の方法による、年賦又は半年賦の返還

本人が死亡又は心身障害となり返還が困難になったときなどは、返還免除の申出が可能

進学したときや傷病などで一時的に返還が困難になったときは、返還猶予の申出が可能

＜＜第第一一連連帯帯保保証証人人＞＞((申申込込時時))
・原則として父又は母であること
・奨学金の貸付に伴う債務を保証する能力があること
＜＜第第二二連連帯帯保保証証人人＞＞((貸貸付付終終了了時時))
・父又は母でないこと
・職業を有し、独立の生計を営んでいること
・奨学金の返還について保証する能力があること
・未成年者でないこと
・貸付終了日において満65歳を超えないこと

貸付終了後６ヵ月据え置き、貸付総額に応じた所定の期間内
　《例①》学校種別：高等学校　　貸付期間：３年の場合　→　最長13年
　《例②》学校種別：私立専修学校（専門課程）　貸付期間：３年の場合　→　最長14年

貸付月額
（円）

収入限度額
（万円）

国公立 790（330)

私　立 840（365)

国公立 802（339)

私　立 877（391)

国公立 909（423)

私　立 975（489)

 高等学校

 高等専門学
校

 専修学校
（専門課程）

 専修学校
（高等課程）

私　立 840（365)

一部の学校種別には、交通遺児等
について、貸付月額の増額制度があ
る。

収入限度額は令和3年度一般募集
における標準的４人世帯の場合の目
安額
金額は給与所得者の場合で年間総
収入金額(源泉徴収票等の「支払金
額」)である。また、( ) は給与所得以
外で収入金額から必要経費等を引い
た金額(確定申告等の所得金額)であ
る。

<<対対象象学学校校種種別別：：高高等等学学校校、、高高等等専専門門学学校校、、専専修修学学校校（（高高等等課課程程・・専専門門課課程程））>>

募集形態 募集時期 説　　　　　　明

一般募集 ４～５月 ４月下旬から５月にかけての各学校が指定する期間。

特別募集 随時
不慮の災害又は生計維持者の失職、病気、死亡等により、年度途中に家計
が急変し、経済的に修学が困難になった者を対象とする。

<<対対象象学学校校種種別別：：高高等等学学校校、、専専修修学学校校（（高高等等課課程程））>>

募集形態 募集時期 説　　　　　　明

予約募集 ５～９月
５月下旬から９月上旬にかけての各学校が指定する期間。
翌年４月に高等学校又は専修学校（高等課程）に入学予定の中学校３年生
を対象とする。
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＜＜表表 －－５５１１＞＞貸貸付付実実績績 （単位：千円、人）

平成30 元 ２ ３(予算) ４(予算)

高校・高専

専修（高等）

専修（専門）

その他

貸付人員

人
員
内
訳

年    度

貸付額
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国国のの直直接接補補助助

私立学校に対する補助は、これまで述べた補助の他に、国から直接学校に交付される補助

等がある。主な補助は次表のとおりである。

＜＜表表 －－５５２２＞＞国国のの主主なな直直接接補補助助（（令令和和３３年年度度））

志
向
園

そ
の
他

学
校
保
健
特

別
対
策
事
業

費
補
助

学校保健特別対
策事業費補助

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による学校の一斉臨時休業に係る対応及
び臨時休業からの再開等を支援する。

1/2又は定額
令和2年度
新設

私立高等学校等
施設高機能化整
備費

校舎の耐震補強工事、非構造部材の耐震対
策等に要する経費の一部について補助す
る。

1/3又は1/2以内。

学校体育諸施設
補助

スポーツ振興法の趣旨に則り、柔・剣道場
等を整備する事業に要する経費の一部につ
いて補助する。

1／3以内

私立高等学校産
業教育施設整備
費

産業教育振興法に基づき、産業教育のため
の実験実習施設を整備する場合に、それに
要する経費の一部について補助する。

1／3以内

都の上乗せ
は、国庫補
助額の同額
以下

学校給食施設整
備費

学校給食の普及充実に資することを目的と
し、校給食の開設に必要な施設整備及び学
校給食の改善充実に必要な施設設備の整備
に要する経費の一部について補助する。

1／2又は1／3
(事業細目により異
なる。)

私立幼稚園施設
整備費

園舎の耐震補強、非構造部材の耐震対策又
は防災機能強化に必要な工事等に要する経
費の一部について補助する。

1/3又は１/2以内。

私立大学・大学
院等教育研究装
置施設整備費<
専修学校関係>

専修学校教育の充実及び学校施設の防災安
全機能強化等を図るため、専修学校専門課
程、高等課程の教育装置、耐震補強工事、
非構造部材の耐震対策等に要する経費の一
部について補助する。

※※22

専門課程1／2以内
高等課程1／3以内
（高等課程は、耐震
補強工事のみIs値に
より1／2又は1／3以
内。アスベスト対策
工事費は専門課程1
／3以内、高等課程2
／9以内）

私
立
学
校
情
報

通
信
ネ
ッ

ト

ワ
ー

ク
環
境
施

設
整
備
補
助

私立学校情報通
信ネットワーク
環境施設整備補
助

情報通信ネットワーク環境施設の整備等に
要する経費の一部について補助する。

令和2年度
新設

高等学校産業教
育設備整備費

産業教育振興法に基づき、産業教育のため
の実験実習設備等を整備する場合に、それ
に要する経費の一部について補助する。

1／3以内

都の上乗せ
は、国庫補
助額の同額
以下

理科教育設備整
備費等

理科教育振興法に基づき、理科、算数及び
数学に関する教育のための設備等を整備す
るために必要な経費の一部について補助す
る。

1／2又は1／3以内

都の上乗せ
は、国庫補
助額×1／2
以下

特別支援教育設
備整備費等

特別支援学校又は小・中学校の特別支援学
級において障害に適応した教育を実施する
上で必要とする設備を整備する事業に要す
る経費の一部について補助する。

1／2以内

私立高等学校等
ＩＣＴ教育設備
整備推進事業費

高等学校、中等教育学校、中学校、小学
校、義務教育学校及び特別支援学校におい
て、ＩＣＴ教育のための環境整備に要する
経費の一部について補助する。

1／2以内

私立大学等研究
設備等整備費
<専修学校関係>

専修学校教育の充実を図るため、私立専修
学校専門課程・高等課程の情報処理関係設
備の整備等に要する経費の一部を補助す
る。

※※22 1／2以内

私
立
学
校
情

報
機
器
整
備

費
補
助

私立学校情報機
器整備費補助

ＩＣＴの活用により児童生徒の学びを保障
するために要する経費の一部について補助
する。

令和2年度
新設

私立高等学校等
経常費補助（特
別支援教育分）

私立の特別支援学校の幼稚部・小学部・中
学部・高等部及び特別支援学級を置く私立
の小学校、中学校等に対して補助する。

定額

私立高等学校等
経常費補助（広
域通信制課程
分）

生徒の募集を３都道府県以上にわたって
行っている私立の広域通信制高等学校に対
して補助する。

定額

私
立
学
校
建

物
其
他
災
害

復
旧
費
補
助

私立学校建物其
他災害復旧費補
助金（応急仮設
校舎等整備事
業）

大規模災害（激甚災害に指定された場合）
により被災した学校施設の復旧工事に要す
る経費の一部について補助する。

1／2以内

注）※１　施設型給付を受ける施設を除く。　　　

　　※２　上表の国庫補助金は、都が窓口となっているが、表中、「補助対象学校種」欄※２印の学校種については、文部科学省が直接窓口となっている。

私
立
大
学
等
研
究
設

備
整
備
費
等
補
助

学
校
教
育
設
備

整
備
費
等
補
助

私
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助

私
立
大
学
等

経
常
費
補
助

対対象象事事業業

学
校
法
人

補助対象学校種

交
付
対
象

中
学
校

小
学
校
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＜＜表表 －－５５１１＞＞貸貸付付実実績績 （単位：千円、人）

平成30 元 ２ ３(予算) ４(予算)

高校・高専

専修（高等）

専修（専門）

その他

貸付人員

人
員
内
訳

年    度

貸付額
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国国のの直直接接補補助助

私立学校に対する補助は、これまで述べた補助の他に、国から直接学校に交付される補助

等がある。主な補助は次表のとおりである。

＜＜表表 －－５５２２＞＞国国のの主主なな直直接接補補助助（（令令和和３３年年度度））

志
向
園

そ
の
他

学
校
保
健
特

別
対
策
事
業

費
補
助

学校保健特別対
策事業費補助

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による学校の一斉臨時休業に係る対応及
び臨時休業からの再開等を支援する。

1/2又は定額
令和2年度
新設

私立高等学校等
施設高機能化整
備費

校舎の耐震補強工事、非構造部材の耐震対
策等に要する経費の一部について補助す
る。

1/3又は1/2以内。

学校体育諸施設
補助

スポーツ振興法の趣旨に則り、柔・剣道場
等を整備する事業に要する経費の一部につ
いて補助する。

1／3以内

私立高等学校産
業教育施設整備
費

産業教育振興法に基づき、産業教育のため
の実験実習施設を整備する場合に、それに
要する経費の一部について補助する。

1／3以内

都の上乗せ
は、国庫補
助額の同額
以下

学校給食施設整
備費

学校給食の普及充実に資することを目的と
し、校給食の開設に必要な施設整備及び学
校給食の改善充実に必要な施設設備の整備
に要する経費の一部について補助する。

1／2又は1／3
(事業細目により異
なる。)

私立幼稚園施設
整備費

園舎の耐震補強、非構造部材の耐震対策又
は防災機能強化に必要な工事等に要する経
費の一部について補助する。

1/3又は１/2以内。

私立大学・大学
院等教育研究装
置施設整備費<
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全機能強化等を図るため、専修学校専門課
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非構造部材の耐震対策等に要する経費の一
部について補助する。

※※22

専門課程1／2以内
高等課程1／3以内
（高等課程は、耐震
補強工事のみIs値に
より1／2又は1／3以
内。アスベスト対策
工事費は専門課程1
／3以内、高等課程2
／9以内）

私
立
学
校
情
報

通
信
ネ
ッ

ト

ワ
ー

ク
環
境
施

設
整
備
補
助

私立学校情報通
信ネットワーク
環境施設整備補
助

情報通信ネットワーク環境施設の整備等に
要する経費の一部について補助する。

令和2年度
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都の上乗せ
は、国庫補
助額の同額
以下
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る。

1／2又は1／3以内

都の上乗せ
は、国庫補
助額×1／2
以下
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て、ＩＣＴ教育のための環境整備に要する
経費の一部について補助する。

1／2以内

私立大学等研究
設備等整備費
<専修学校関係>

専修学校教育の充実を図るため、私立専修
学校専門課程・高等課程の情報処理関係設
備の整備等に要する経費の一部を補助す
る。

※※22 1／2以内

私
立
学
校
情

報
機
器
整
備

費
補
助

私立学校情報機
器整備費補助

ＩＣＴの活用により児童生徒の学びを保障
するために要する経費の一部について補助
する。

令和2年度
新設

私立高等学校等
経常費補助（特
別支援教育分）

私立の特別支援学校の幼稚部・小学部・中
学部・高等部及び特別支援学級を置く私立
の小学校、中学校等に対して補助する。

定額

私立高等学校等
経常費補助（広
域通信制課程
分）

生徒の募集を３都道府県以上にわたって
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して補助する。

定額

私
立
学
校
建

物
其
他
災
害

復
旧
費
補
助

私立学校建物其
他災害復旧費補
助金（応急仮設
校舎等整備事
業）

大規模災害（激甚災害に指定された場合）
により被災した学校施設の復旧工事に要す
る経費の一部について補助する。

1／2以内

注）※１　施設型給付を受ける施設を除く。　　　

　　※２　上表の国庫補助金は、都が窓口となっているが、表中、「補助対象学校種」欄※２印の学校種については、文部科学省が直接窓口となっている。

私
立
大
学
等
研
究
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３３ 私私学学助助成成のの動動向向とと課課題題

 国国のの令令和和４４年年度度予予算算

令和４年度政府予算は、令和３年度補正予算と一体として、新型コロナ対策に万全を期し

つつ、「成長と分配の好循環」による「新しい資本主義」の実現を図るための予算として編

成された。

一般会計歳出は、 兆 億円（３年度当初予算比 ％増）であり、文部科学省所管

予算のうち文教関係予算は、４兆 億円（３年度当初予算比 ％減）であった。そのうち

私立高等学校等経常費助成費等補助は 億円で前年度比約７億円の増となっている。

＜＜表表 －－５５３３＞＞文文部部科科学学省省所所管管予予算算 文文教教関関係係 （単位：億円、％）

令和４年度 令和３年度

△ 143 (△0.4)

うち義務教育費国庫負担金 △ 149 (△1.0)

育　英　事　業　費 △ 21 (△2.0)

私立大学等経常費補助

私立高校等経常費助成費等補助

高等学校等就学支援金 △ 27 (△0.7)

増△減項　　      目

　文 教 関 係 予 算 合 計
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都都のの令令和和４４年年度度予予算算

「都政に課せられた使命を確実に果たし、次なるステージへと力強く歩みを進めることで、

希望ある未来を切り拓いていく予算」と位置付け、次の点を基本に編成された。

１ 「感染症の脅威」など大きな危機を克服するとともに、誰一人取り残すことのない持

続可能な都市へと進化する「サステナブル・リカバリー」を実現するため、大胆な発想

で果敢に取組を進めていくこと。

２ 社会変革に適応した制度や仕組みへの抜本的な見直しを進めるとともに、事業の見直

しを一層強化し施策の新陳代謝を促すことにより、将来にわたる財政の対応力を堅持す

ること。

３ 東京 大会に向けて磨き上げてきた数々の取組を都市のレガシーへと発展させ、都

民の豊かな生活につなげていくこと。

一般会計の予算規模は、前年度に比べ ％増の７兆 億円であり、このうち一般歳

出は５兆 億円で前年度に比べ ％の増となっている。一般会計に特別会計と公営企

業会計を合わせた都全体の予算規模は、 兆 億円となり、前年度と比べ、 ％の増

となった。

歳入面では、都税収入は５兆 億円で前年度に比べ ％の増となった。

私学助成予算全体では、約 億円と前年度に比べ、約 億円、 ％の増となり、う

ち経常費の予算は、約 億円と前年度に比べ、約 億円、 ％の増となっている。

＜＜表表 ――５５４４＞＞東東京京都都予予算算 （単位：億円、％）

令和４年度 令和３年度 増減額 増減率

経　常　経　費

投 資 的 経 費

△ 1,465 △7.7

  特　別　会　計(17会計)

 公営企業会計  (11会計)

  合  　　  計　(29会計)

区　　　　分

  一　　般　　会　　計

 うち　一　般　歳　出

注１）一般歳出とは、一般会計から、公債費と特別区財政調整会計繰出金や地方消費税交付金など税の一

定割合を区市町村に交付する経費などを除いた額である。

注２）表２－ の各費目の金額の算出については、小数点第一位を四捨五入したため、各費目の合計と合

計欄の数値が一致しない場合がある。
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都都のの令令和和４４年年度度予予算算
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希望ある未来を切り拓いていく予算」と位置付け、次の点を基本に編成された。

１ 「感染症の脅威」など大きな危機を克服するとともに、誰一人取り残すことのない持
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で果敢に取組を進めていくこと。

２ 社会変革に適応した制度や仕組みへの抜本的な見直しを進めるとともに、事業の見直

しを一層強化し施策の新陳代謝を促すことにより、将来にわたる財政の対応力を堅持す

ること。

３ 東京 大会に向けて磨き上げてきた数々の取組を都市のレガシーへと発展させ、都

民の豊かな生活につなげていくこと。

一般会計の予算規模は、前年度に比べ ％増の７兆 億円であり、このうち一般歳

出は５兆 億円で前年度に比べ ％の増となっている。一般会計に特別会計と公営企

業会計を合わせた都全体の予算規模は、 兆 億円となり、前年度と比べ、 ％の増

となった。

歳入面では、都税収入は５兆 億円で前年度に比べ ％の増となった。
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経　常　経　費

投 資 的 経 費

△ 1,465 △7.7

  特　別　会　計(17会計)
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注１）一般歳出とは、一般会計から、公債費と特別区財政調整会計繰出金や地方消費税交付金など税の一
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＜＜表表 －－５５５５＞＞東東京京都都一一般般会会計計予予算算とと教教育育関関係係予予算算のの推推移移（（当当初初予予算算）） （単位：百万円）

△ 1.4%

△ 0.4%

高 等 学 校

経 常 費 補 助 △ 0.2%

中 学 校

経 常 費 補 助 △ 0.1%

小 学 校

経 常 費 補 助 △ 0.0%

幼 稚 園

経 常 費 補 助 △ 1.4% △ 2.1% △ 2.9%

高 等 学 校 等

特 別 奨 学 金 △ 11.6%

幼 稚 園 等

保護者負担軽減 △ 4.6% △ 14.3% △ 4.5% △ 4.8% △ 4.8%

そ の 他
△ 1.8% △ 0.0%

△ 39.8% △ 40.9% △ 35.2%

注1）表中（　）内数値は平成30年度を100とした指数であり、％は対前年度伸び率である。

注2）百万円単位で四捨五入しているため、私学助成総額と内訳の合計は一致しない場合がある。

年　　　度 令和３年度 令和４年度

一 般 会 計

教 育 費

平成30年度

学 務 費

私 学 助 成

育英資金事業費補助

令和元年度 令和２年度
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私私学学助助成成のの課課題題

私立学校が公教育に果たしている役割の重要性を考慮し、都では様々な私学助成策を講じ

ているが、その際に配慮すべき課題の一つとして公私間格差の是正がある。

アア 学学校校運運営営にに対対すするる公公費費（（私私費費））負負担担ににおおけけるる公公私私間間格格差差

公私間格差については様々な考え方があるが、一例として、都内の私立高等学校（全日制）

と都立高等学校（全日制）の学校運営費に対する公費負担について、生徒１人当たりに換算

し比較してみる。

都内の私立高等学校（全日制）については、経常費補助金を公費負担と捉えた場合、令和

２年度は生徒１人当たり 円となっている。

一方、都立高等学校（全日制）は令和２年度の生徒１人当たりの学校運営費 円

から平年度換算した入学金 円（注１）を除いた 円が公費負担分となり、都

立高校における生徒１人あたりの公費負担分は、私立の約 倍となっている。

したがって私立高校においては、公費だけでは不足する運営経費を授業料で賄わざるを得

ず、その分保護者の負担は大きくなってしまう。

イイ 保保護護者者負負担担ににおおけけるる公公私私間間格格差差

次に、保護者負担の観点から、令和３年度における授業料等学校への初年度納付金につい

て、公私の比較をした場合、下表のとおりとなっている。

＜＜表表 －－５５６６＞＞令令和和３３年年度度 高高等等学学校校（（全全日日制制））授授業業料料等等初初年年度度納納付付金金のの公公私私比比較較 （単位：円）

 授業料 入学金 施設費等 合計(注２) 就学支援金等(注３) 実質負担額 

私立 468,412 253,116 213,467 934,995 467,000 467,995 

都立 118,800 5,650 ― 124,450 118,800 5,650 

表２－５６のとおり都立高校は施設費等がなく、年収約 万円未満の世帯は授業料をす

べて就学支援金で賄うことができるため、少ない負担で進学できる。

そこで、都は都立高校との公私間格差を解消するため、令和２年度から授業料の実質無償

化の対象世帯を都立高校と同じく年収約 万円未満の世帯まで拡充し、私立学校に通う生

徒の保護者負担の軽減に取り組んできた。

それにより、私立高校に進学するための施設費等を含めた実質負担額は、年間 万円余か

ら約 万円に軽減された。加えて、都は授業料以外の負担を軽減する奨学給付金、育英資金、

入学支度金貸付など幅広い施策を総合的に活用し、私立学校に通う生徒の保護者負担の軽減

を図っている。
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＜＜表表 －－５５５５＞＞東東京京都都一一般般会会計計予予算算とと教教育育関関係係予予算算のの推推移移（（当当初初予予算算）） （単位：百万円）

△ 1.4%

△ 0.4%

高 等 学 校

経 常 費 補 助 △ 0.2%

中 学 校

経 常 費 補 助 △ 0.1%

小 学 校

経 常 費 補 助 △ 0.0%

幼 稚 園

経 常 費 補 助 △ 1.4% △ 2.1% △ 2.9%

高 等 学 校 等

特 別 奨 学 金 △ 11.6%

幼 稚 園 等

保護者負担軽減 △ 4.6% △ 14.3% △ 4.5% △ 4.8% △ 4.8%

そ の 他
△ 1.8% △ 0.0%

△ 39.8% △ 40.9% △ 35.2%

注1）表中（　）内数値は平成30年度を100とした指数であり、％は対前年度伸び率である。

注2）百万円単位で四捨五入しているため、私学助成総額と内訳の合計は一致しない場合がある。

年　　　度 令和３年度 令和４年度

一 般 会 計

教 育 費

平成30年度

学 務 費

私 学 助 成

育英資金事業費補助

令和元年度 令和２年度
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注１） 都立高等学校（全日制）の納付金については、入学時に支払う入学金 円のみのため、平年度換

算し 円として見込んでいる。

注２） 表２－５６の各費目の金額の算出については、小数点第一位を四捨五入したため、各費目の合計と合

計欄の数値が一致しない場合がある。

注３）年収約 万円未満程度の世帯を想定した場合、就学支援金等は、私立においては、私立高等学校等

就学支援金（基礎額分） 円と私立高等学校等特別奨学金補助（住民税一定基準以下世帯）

円の合算額を、公立においては、高等学校等就学支援金 円を保護者負担軽減分として支給する

ことを想定。
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